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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）最近５連結会計年度に係る主要な連結経営指標等の推移 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 平成14年５月20日付けをもって１株を 1.1株に株式分割しております。 

３ 第29期から、純資産額の算定にあたっては「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

回次 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

売上高 (百万円) 43,607 49,093 49,348 54,986 59,676 

経常利益 (百万円) 2,541 1,545 1,197 1,603 1,741 

当期純利益 (百万円) 872 286 616 951 934 

純資産額 (百万円) 7,847 7,151 8,069 9,134 9,671 

総資産額 (百万円) 26,979 28,232 26,445 27,582 28,316 

１株当たり純資産額 (円) 1,236.23 1,181.89 1,324.36 1,471.73 1,551.75 

１株当たり当期純利益 (円) 133.52 45.90 101.58 151.50 150.71 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円) 129.58 44.67 99.82 149.52 148.73 

自己資本比率 (％) 29.1 25.3 30.5 33.1 34.1 

自己資本利益率 (％) 11.3 3.8 8.1 11.1 10.0 

株価収益率 (倍) 14.4 46.2 18.3 16.7 16.4 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 6,017 3,205 2,842 1,271 552 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △1,414 △1,907 △1,083 △284 △375 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △5,226 △1,182 △2,051 △1,337 △263 

現金及び現金同等物の 

期末残高 
(百万円) 2,820 2,936 2,644 2,294 2,208 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者

数］ 

(人) 
1,188 

[130] 

1,356 

[166] 

1,444 

[303] 

1,487 

[372] 

1,473 

[469] 



(2）提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 平成14年５月20日付けをもって１株を 1.1株に株式分割しております。 

３ 第26期の１株当たり中間配当額 12.5円には、創立25年記念配当５円を含んでおります。 

４ 第29期から、純資産額の算定にあたっては「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

回次 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

売上高 (百万円) 39,908 45,077 43,221 47,775 52,129 

経常利益 (百万円) 2,454 1,544 592 923 1,232 

当期純利益 (百万円) 961 405 355 759 809 

資本金 (百万円) 2,476 2,504 2,524 2,559 2,567 

発行済株式総数 (千株) 6,650 6,732 6,788 6,889 6,910 

純資産額 (百万円) 7,568 6,992 7,649 8,521 8,907 

総資産額 (百万円) 25,557 27,224 24,542 25,781 26,267 

１株当たり純資産額 (円) 1,192.39 1,155.59 1,255.39 1,372.84 1,433.07 

１株当たり配当額 

（内１株当たり中間配当

額） 

(円) 
15.00 

(－) 

20.00 

(12.50) 

12.50 

(－) 

25.00 

(10.00) 

25.00 

(10.00) 

１株当たり当期純利益 (円) 147.20 65.05 58.60 120.34 130.49 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円) 142.85 63.31 57.59 118.77 128.78 

自己資本比率 (％) 29.6 25.7 31.2 33.1 33.9 

自己資本利益率 (％) 13.0 5.6 4.9 9.4 9.3 

株価収益率 (倍) 13.1 32.6 31.6 21.0 18.9 

配当性向 (％) 10.2 30.7 21.3 20.8 19.2 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者

数］ 

(人) 
1,071 

[91] 

1,218 

[120] 

1,277 

[243] 

1,297 

[307] 

1,278 

[402] 



２【沿革】 

年月 沿革 

昭和53年６月 医療機器のリース、医療機関に対するコンサルティングを事業目的とし株式会社日本メディカル・

リースを福岡市中央区に設立。 

同名のリース会社が他に存在するため、商号を株式会社総合メディカル・リースに変更。 

昭和59年２月 医療機器等の再リースを事業目的とし株式会社エス・エム・イーを設立。 

昭和62年６月 株式会社エス・エム・イーの商号を株式会社総合メディカル・サービスに変更。 

昭和62年10月 不動産仲介業、医業承継事業開始。 

昭和62年11月 株式会社総合メディカル・サービス、入院患者向けテレビのレンタル事業を開始。 

昭和63年６月 株式会社総合メディカル・サービス、調剤薬局事業として初の薬局店舗「そうごう薬局」を開設。 

平成元年10月 商号を株式会社総合メディカル・リースから総合メディカル株式会社に変更。 

平成元年11月 医療関係者を対象とした会員制度「グリーンメンバーズ」（現 サクシードメンバーズ）を開始。 

平成２年４月 レンタル事業を株式会社総合メディカル・サービスより営業譲受。 

平成３年３月 株式会社総合メディカル・サービスの商号を株式会社そうごう薬局に変更。 

平成３年４月 株式会社総合メディカル・サービスを設立し、再リース事業を株式会社そうごう薬局より営業譲

受。 

平成６年７月 株式会社そうごう薬局、在宅訪問服薬指導の取り組みを開始。 

平成６年10月 医療施設の企画・設計・施工を事業目的とし株式会社ソム・テックを設立（現 連結子会社）。 

平成９年５月 株式会社そうごう薬局及び株式会社総合メディカル・サービスを吸収合併。 

平成９年８月 医師、薬剤師、看護師を対象とした有料職業紹介業「メディバンク」開始。 

平成９年11月 病院給食受託事業を目的とし株式会社メディフーズを設立。 

平成11年５月 調剤薬局店舗「そうごう薬局」、50店舗となる。 

平成12年８月 東京証券取引所市場第二部に株式上場。 

平成13年１月 医療施設向け人材サービス、人事コンサルティングを目的とし、株式会社メッドラインを設立 

（現 持分法適用関連会社）。 

平成13年４月 病院・ホテル向けテレビレンタルを事業内容とするオリックス・メディアサプライ株式会社の全株

式を取得。同社を総合メディアサプライ株式会社に商号変更。 

病院内売店の経営を事業目的とし、総合ヘルスケアサービス株式会社を設立（現 連結子会社）。 

平成13年９月 東京証券取引所市場第一部に株式上場。 

平成13年10月 医業継承・医療連携・医師転職支援システム「ＤtoＤ」を開始。 

  総合メディアサプライ株式会社を吸収合併。 

ホテル向けテレビレンタルを事業目的とし、総合メディアサプライ株式会社を設立（現 連結子会

社）。 

平成14年１月 調剤薬局の有限会社ハローメディカル、有限会社ハローネットワーク、有限会社ハセ調剤薬局の全

持分を取得。 

調剤薬局店舗、100店舗となる。 

平成15年４月 東京本社設置。 

株式会社ハローネットワーク、株式会社ハローメディカル、株式会社ハセ調剤薬局が合併し、総合

メディカル・ファーマシー中部株式会社に商号変更（現 連結子会社）。 

平成15年６月 日立キャピタル株式会社と業務提携。 

平成15年10月 総合ＳＭＯ株式会社に出資し、医療産業株式会社（現 ㈱ＭＩＣメディカル）との合弁事業（医療

機関の治験業務支援）を開始（現 連結子会社）。 

平成15年11月 疾病予防管理に関わるサービスを事業目的とし三井物産株式会社との合弁会社株式会社メディクオ

ールを設立（現 連結子会社）。 

 



 上記における創業から現在の総合メディカル株式会社に至る経緯を図式で示しますと、以下のと

おりであります。 

年月 沿革 

平成15年12月 一般労働者派遣、有料職業紹介を事業目的とし、100％出資の総合メディプロ株式会社を設立（現 

連結子会社）。 

平成16年１月 医療産業株式会社（現 ㈱ＭＩＣメディカル）の第三者割当増資を引受（現 持分法適用関連会

社）。 

平成16年10月 医療機関の経営支援サービスを事業目的とし、株式会社エス・エム・イーを設立（現 連結子会

社）。 

平成16年11月 調剤薬局店舗、200店舗となる。 



３【事業の内容】 

 国民医療費の抑制などを目指す医療制度改革と、規制緩和を背景とした自由化の流れは、医業経

営において「経営効率化」と「医療サービス向上」の両立を強く要請することとなりました。こう

した中、これらの両立を図るために総合的な医業経営マネージメントに対するニーズは従来に比べ

高まっております。当社グループは当社（連結財務諸表提出会社）、連結子会社８社、関連会社

（持分法適用会社）２社により構成されておりますが、こうした社会的ニーズに応えるべく、「よ

い医療は、よい経営から」をコンセプトに医業経営全般に亘るトータルサポートを主な事業として

展開しております。 

 当社グループの事業に係る位置づけの詳細は以下のとおりでありますが、当社グループはコンサ

ルティング活動を通して医療機関のもつ経営効率化ニーズや医療サービス向上ニーズを掴み、課題

解決のためのサポートを行っております。医療機関の業務面での効率化を支援する領域の「薬局関

連事業」、財務・業務両面での効率化を支援する領域の「レンタル関連事業」、財務面での効率化

を支援する領域の「リース・割賦関連事業」、人材面での効率化や総合的経営マネージメント提供

に関する領域の「その他の事業」から構成されております。 

① 薬局関連事業 

 医薬分業は「かかりつけ薬局」のための社会的システムとして必要不可欠なものであると同時

に、医療機関にとっての業務面での効率化を実現できます。当社は院外処方せんに基づく調剤を主

体とした保険調剤薬局の経営を行っております。 

② レンタル関連事業 

 医療機関の財務面・業務面での負担を増やさずに、入院患者の満足度向上を実現するため、テレ

ビなどの機器を医療機関に設置して有料でレンタルする業務であります。 

③ リース・割賦関連事業 

 医療機関が医療用機器等を購入するに際して、当該医療機関の調達の手段を提供し財務面での効

率化を支援するため、「リース」及び「割賦販売」を行っております。 

 また、資金回収の早期化など事業効率の向上のために、リース契約（または割賦販売契約）のう

ち一部の契約案件を他のリース会社に売却しており、当社はこのリース契約物件（または割賦販売

契約物件）の販売を「商品売上」として売上計上しております。 

④ その他の事業 

 医療機関の総合的経営マネージメントに係るコンサルティング、医師の転職・開業支援（Ｄto

Ｄ）、当社の会員を対象とした経営情報提供システム（会員制度）、医療施設の企画・設計・施工

（子会社の株式会社ソム・テックの事業）などの事業を行っております。 



 事業の系統図は、以下のとおりであります。 

 （注）※１．連結子会社 

※２．持分法適用関連会社 

※３．持分法非適用関連会社 



４【関係会社の状況】 

 （注）１ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 上記子会社は、特定子会社に該当しません。 

３ 上記子会社は、有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。 

４ 親会社及びその他の関係会社につきましては、該当事項はありません。 

５ 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数、［ ］内は、緊密な者または同意している者の所有

割合で外数であります。 

名称 住所 
資本金 

（百万円） 
主要な事業の内
容 

議決権の所
有（被所
有）割合 

（％） 

関係内容 

役員の兼
任等 

資金援助 
（百万円） 

営業上の取
引 

設備の賃
貸借 

（連結子会社）                 

㈱ソム・テック 福岡市中央区 30 その他の事業 
100.0 

(－) 
兼任３人 － 

薬局店舗の

設計・施工

委託 

－ 

総合ヘルスケアサービス

㈱ 
福岡市中央区 10 その他の事業 

100.0 

(－) 
兼任１人 － 

介護用品の

仕入 
－ 

総合メディアサプライ㈱ 福岡市中央区 10 
レンタル関連事

業 

100.0 

(－) 
兼任２人 － 

レンタル料

金回収受託 
－ 

総合メディカル・ファー

マシー中部㈱ 
名古屋市中村区 10 薬局関連事業 

100.0 

(－) 
兼任２人 － － － 

総合メディプロ㈱ 東京都品川区 100 その他の事業 
100.0 

(－) 
兼任１人 － 

人材派遣受

入 
－ 

㈱エス・エム・イー 東京都品川区 30 その他の事業 
100.0 

(－) 
兼任１人 45 － － 

総合ＳＭＯ㈱ 東京都品川区 100 その他の事業 

100.0 

(－) 

  

兼任２人 － － － 

㈱メディクオール 東京都品川区 50 その他の事業 
51.0 

(－) 
兼任１人 － － 

事務機器

等の賃貸 

（持分法適用関連会社）                 

㈱メッドライン 福岡市中央区 20 その他の事業 
40.0 

(－) 
兼任１人 － － － 

㈱ＭＩＣメディカル 東京都文京区 457 その他の事業 

22.7 

(－) 

[1.7] 

－ － － － 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時従業員数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時

従業員は、パートタイマー及び派遣社員です。 

２ レンタル関連事業とリース・割賦関連事業につきましては、人員をそれぞれセグメント別に区分して表示す

ることが困難なため、両セグメントを一括して記載しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時従

業員数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金が含まれております。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  （平成19年３月31日現在）

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

薬局関連事業 929 [342] 

レンタル関連事業 
374 [58] 

リース・割賦関連事業 

その他の事業 100 [58] 

全社（共通） 70 [11] 

合計 1,473 [469] 

  （平成19年３月31日現在）

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

1,278［402］ 35.1 4.8 4,795,913 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当期におけるわが国経済は、堅調な企業収益の改善に支えられて設備投資が増加し、緩やかな

回復基調にあり、雇用情勢にも改善の広がりがみられるものの、依然として個人消費は伸び悩ん

でおります。 

 医療界におきましては、人口の高齢化に伴う医療保険財政の悪化を背景として、平成18年４月

に診療報酬が過去最大の3.16％の引き下げ（本体1.36％、薬価等1.8％）となりました。また、平

成18年６月には健康保険法の改正などの医療制度改革関連法案が成立しました。その主な内容と

して、都道府県は医療費適正化計画を策定し、生活習慣病の予防や平均在院日数の短縮に関する

数値目標と具体的施策を盛り込まなければならなくなります。また、40歳以上の被保険者の予防

健康診断の義務化、保険給付の内容・範囲の見直し、療養病床の再編、75歳以上を対象とした後

期高齢者医療制度の創設などが含まれており、日本の医療は、急速に進行する高齢化とともに大

きな変革を迫られています。 

 このような状況のもと、当社グループは、医療機関が効率的で質の高い、患者中心の医療を実

現するパートナーとして、コンサルティングをベースにした経営のトータルサポートを行ってお

ります。また、平成17年４月より３か年の中期経営計画Value Up 2008（チャレンジ3030）をスタ

ートさせ、当期はその２年目に当たりますが、ＤtoＤ（医業継承・医療連携・医師転職支援シス

テム）が、登録数の増加とともに、全国の医師・医療機関へ浸透し、ここ２年間で急速に支援実

績を増やすと同時に当社グループ全体への波及効果が拡大しております。 

 当期（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の経営成績は、薬局関連事業の売上が増

加し、売上高は59,676百万円と前期に比べ4,689百万円（8.5％）増収となりました。利益面で

は、薬価改定の影響が大きいものの、ＤtoＤが大幅に拡大し、営業利益1,676百万円と前期に比べ

45百万円（2.8％）、経常利益1,741百万円と前期に比べ138百万円（8.6％）増益になりました。

当期純利益は、前期の法人税等還付税額214百万円がなくなり934百万円と前期に比べ17百万円

（1.8％）減益となりました。 

 次に、事業の種類別セグメントの業績の概要は以下のとおりです。 

① 薬局関連事業 

 当期に調剤薬局を18店舗出店、１店舗閉鎖しました。この結果、当期末の調剤薬局直営店は

238店舗となりました。 

 売上高は、当期の新規出店による増収と、前期に出店した21店の当期フル寄与で、38,495百

万円と前期に比べ3,653百万円（10.5％）増収となりましたが、利益面では、平成18年４月の薬

価改定の影響で、営業利益2,931百万円と前期に比べ320百万円（9.9％）減益となりました。 

② レンタル関連事業 

 レンタルにつきましては、外部環境への早期対応と入院患者さんの利便性を追求した付加価

値商品の開発を行うとともに、収益管理の徹底を図りました。 

 この結果、売上高は6,884百万円と前期に比べ114百万円（1.6％）減収となりましたが、利益

面では、販管費の改善もあり、営業利益は324百万円と前期に比べ90百万円（38.7％）増益とな

りました。 

③ リース・割賦関連事業 

 リース・割賦に係る契約高は、ＤtoＤからの開業案件も増え、9,730百万円（前期比4.0％

増）となりました。 

 この結果、売上高は10,840百万円と前期に比べ658百万円（6.5％）増収となり、利益面で

は、営業損失が前期に比べ26百万円減少し331百万円となりました。 



④ その他の事業 

 ＤtoＤについては、当社が運営する勤務医向け専用サイト「ＤtoＤコンシェルジュ」の拡充

と医療専門サイトの運営会社との連携などを行い、転職・開業希望の勤務医の登録数増加を図

りました。この結果、当期末の勤務医の登録数は、5,374人（前期末比1,356人増）となりまし

た。また、ＤtoＤの実績件数は、医師の転職支援が513件（前期末比227件増）、開業支援が261

件（同74件増）となりました。 

 収益面では、コンサルティングの売上高が、ＤtoＤによる医師の人材紹介手数料などの増加

で1,309百万円（前期比47.5％増）となりました。また、医療施設の設計・施工に係る売上高は

1,371百万円（前期比3.7％減）となりました。 

 以上の結果、売上高はＤtoＤの拡大で3,455百万円（前期比16.6％増）となり、営業利益は

445百万円（前期比282.4％増）と大幅に増加しました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は2,208百万円と前

期末に比べ85百万円（3.7％）減少しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当期（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで、以下同じ）における営業活動による資金

の増加は、552百万円（前期比56.5％減）となりました。これは主として、税金等調整前当期純利

益を1,748百万円、減価償却費を1,022百万円計上し、売上債権の増加により資金が1,328百万円、

法人税等の支払いにより資金が787百万円減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当期における投資活動による資金の減少は、375百万円（前期比32.0％増）となりました。これ

は主として、調剤薬局出店に伴う店舗用建物などの取得による支出566百万円と投資有価証券の売

却による収入294百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当期における財務活動による資金の減少は、263百万円（前期比80.3％減）となりました。これ

は主として、長期借入れ2,100百万円、長期借入の返済1,652百万円、短期借入金の純減少額570百

万円によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）営業取引の状況 

Ａ 薬局関連事業 

(a）調剤実績 

 （注） 店舗数は、連結会計年度末現在のものであります。 

(b）仕入実績 

 （注） 金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

Ｂ レンタル関連事業 

レンタル資産の品目別内訳 

 （注）１ レンタル資産は、有形固定資産の「レンタル資産」及び無形固定資産の「レンタル資産」であります。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

地区別 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

前期比 

店舗数 
処方せん応需実績 

（千枚） 
店舗数 

処方せん応需実績 
（千枚） 

 処方せん応需実績
 （％） 

北海道 － － 2 7 － 

東北 11 184 11 186 101.2 

関東 24 444 28 566 127.5 

中部 38 806 39 880 109.2 

近畿 9 183 11 190 104.0 

中国 23 564 26 648 114.9 

四国 12 227 12 222 98.0 

九州 104 2,362 109 2,515 106.5 

合計 221 4,771 238 5,217 109.3 

区分 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 前期比（％） 

（百万円） （百万円） 

調剤薬品 21,272 24,557 115.4 

一般薬 500 532 106.2 

合計 21,773 25,089 115.2 

区分 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 前期比（％） 

（百万円） （百万円） 

テレビ 300 284 94.4 

ランドリー 4 5 116.1 

その他 32 32 99.7 

合計 338 321 95.2 



Ｃ リース・割賦関連事業 

(a）商品売上の状況 

イ 売上の品目別内訳 

 （注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当社の商品売上取引は、当社がユーザーとの間でリース契約（または割賦販売契約）した物件を他のリース

会社に売却するものであります。当社は、ユーザーから債権の代行回収を行い、その回収額をリース会社へ

支払います。当社にとっては、サプライヤーからの物件購入額とリース会社に対する物件売却額との差額が

当社の利益となります。 

ロ 仕入の品目別内訳 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(b）リース取引の状況 

イ リース契約の実行高 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

区分 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 前期比（％） 

（百万円） （百万円） 

情報関連機器・事務用機器 1,724 1,674 97.1 

医療機器 5,463 5,967 109.2 

その他 681 669 98.3 

合計 7,869 8,310 105.6 

区分 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 前期比（％） 

（百万円） （百万円） 

情報関連機器・事務用機器 1,642 1,620 98.7 

医療機器 5,242 5,717 109.1 

その他 639 641 100.3 

合計 7,524 7,978 106.0 

区分 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 前期比（％） 

（百万円） （百万円） 

情報関連機器・事務用機器 163 50 31.3 

医療機器 453 419 92.4 

その他 276 214 77.5 

合計 893 684 76.7 



ロ 未経過リース契約債権の業種別内訳 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

ハ 未経過リース契約債権の期日別内訳 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

ニ リース資産の品目別内訳 

 （注）１ リース資産は、有形固定資産の「リース資産」及び無形固定資産の「リース資産」であります。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(c）割賦販売取引の状況 

イ 割賦債権内訳 

 （注） 上記金額には、消費税等が含まれております。 

区分 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 前期比（％） 

（百万円） （百万円） 

医療業 900 864 96.0 

国及び地方公共団体 15 26 170.2 

その他 635 690 108.6 

合計 1,551 1,581 101.9 

期別 
１年以内 
（百万円） 

２年以内 
（百万円）

３年以内 
（百万円）

４年以内 
（百万円）

５年以内 
（百万円）

５年超 
（百万円） 

合計 
（百万円）

前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
480 375 296 204 116 77 1,551 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
490 421 311 203 103 50 1,581 

区分 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 前期比（％） 

（百万円） （百万円） 

情報関連機器・事務用機器 227 216 95.2 

医療機器 730 688 94.4 

その他 359 377 104.8 

合計 1,316 1,282 97.4 

区分 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 前期比（％） 

（百万円） （百万円） 

割賦債権 618 498 80.5 

割賦未実現利益 54 44 82.4 

差引 564 453 80.4 



ロ 割賦債権の業種別内訳 

 （注） 上記金額には、消費税等が含まれております。 

ハ 割賦債権の期日別内訳 

 （注） 上記金額には、消費税等が含まれております。 

Ｄ その他の事業 

医業経営に関する経営情報提供システム（会員制度）の会員数 

 （注）１ 病院とは、入院病床数が 20床以上の医療機関であります。 

２ 診療所とは、入院病床数が 19床以下の医療機関であります。 

区分 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 前期比（％） 

（百万円） （百万円） 

医療業 332 262 79.0 

国及び地方公共団体 29 42 143.8 

その他 256 193 75.2 

合計 618 498 80.5 

期別 
１年以内 
（百万円） 

２年以内 
（百万円）

３年以内 
（百万円）

４年以内 
（百万円）

５年以内 
（百万円）

５年超 
（百万円） 

合計 
（百万円）

前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
232 164 100 67 35 18 618 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
189 128 92 58 19 9 498 

区分 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 前期比（％） 

（件） （件） 

病院 561 558 99.5 

診療所 675 686 101.6 

その他 130 124 95.4 

合計 1,366 1,368 100.1 



(2）販売実績 

 （注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

区分 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

前期比 
（％） 

薬局関連事業           

調剤売上           

薬剤に係る収入 24,884 45.3 27,497 46.1 110.5 

調剤技術に係る収入 9,338 17.0 10,279 17.2 110.1 

小計 34,223 62.3 37,777 63.3 110.4 

一般薬等売上 618 1.1 718 1.2 116.2 

計 34,841 63.4 38,495 64.5 110.5 

レンタル関連事業           

レンタル 6,905 12.5 6,884 11.5 99.7 

商品売上 93 0.2 － － － 

計 6,999 12.7 6,884 11.5 98.4 

リース・割賦関連事業           

商品売上 7,869 14.3 8,310 14.0 105.6 

リース 1,948 3.5 2,279 3.8 117.0 

割賦販売 363 0.7 249 0.4 68.8 

計 10,181 18.5 10,840 18.2 106.5 

その他の事業           

コンサルティング 887 1.6 1,309 2.2 147.5 

設計・施工 1,423 2.6 1,371 2.3 96.3 

病院内売店の経営 464 0.9 525 0.9 113.3 

その他 188 0.3 249 0.4 132.2 

計 2,964 5.4 3,455 5.8 116.6 

合計 54,986 100.0 59,676 100.0 108.5 



３【対処すべき課題】 

(1）中期経営計画について 

 当社グループは、2005年４月から３年間にわたる中期経営計画Value Up 2008（チャレンジ

3030）により、ＤtoＤを進化させ、「感動・安心・信頼」をキーワードに新たなる企業価値を創

造し、2008年３月までの３年以内に次の３年先がみえる会社にします。2011年３月期には、「日

本型ヘルスケアビジネスの確立」を目指して、全国の医療機関のグループ化・ブランド化を支援

し、医療機関の運営管理の受託に取り組むとともに、取引先医療機関に対する複合的なビジネス

の展開を図ります。 

 中期経営計画を達成するための重点課題として、お客様第一主義の視点にたち、潜在的なニー

ズを的確に捉えながら、外部環境の変化に柔軟に対応し、先見性の高いサービスを提供すること

を目標とします。 

 財務面では、現在、薬局関連事業にかたよっている収益構造を早期に見直し、将来にわたって

強い経営体質、財務体質にするため各事業のバランスを図っていきます。そのためにも、既存事

業に内在している課題を解決し、収益基盤をより強固なものとします。 

 運営面では、引き続き経営の透明性向上に努めるとともに、ＣＳＲ（企業の社会的責任）に対

応した体制や内部統制システムの整備強化を図ります。また、人材育成のための具体的プログラ

ムとして、役割ミッションを明確にし、個人の成長がみえる新人事制度を定着化させます。 

 事業戦略においては、基本戦略であるＤtoＤ戦略を着実に推進し、医師や医療機関との強い信

頼関係をつくり、医療機関の医療連携支援システムを構築して、複合取引の拡大へつなげます。 

 事業別課題は以下のとおりです。 

① 薬局関連事業では、価値ある薬局として、患者さんや医療機関のために存在し地域社会に貢献

する薬局、社会の変化に対応して価値を創造し続ける薬局を目指します。 

② レンタル関連事業では、外部環境への早期対応やお客様の利便性を追求した付加価値商品の開

発により収益改善を行います。 

③ リース・割賦関連事業では、ＤtoＤによる開業支援案件の拡大と、新たな提案型商品の開発を

行います。 

④ コンサルティング事業では、サクシードメンバーズ（会員制度）の付加価値を高め顧客満足度

をさらに引き上げるとともに、ＤtoＤによる医師紹介・開業支援や医療連携と関連づけ、医療

機関の経営改善をコンサルティングすることにより、複合取引の推進を行います。また、クリ

ニックモールなどの新たな医療空間の創造を推進します。 

 以上、当社グループは、社員一人ひとりが誇りと高い使命感を持ち、ＤtoＤの推進を通じて、

勤務医・開業医・医療機関それぞれの志をつなぐとともに、価値ある薬局を創造し、地域社会が

求める質が高く、安全・安心できる医療供給体制の構築を支援してまいります。 

(2）株式会社の支配に関する基本方針について 

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 当社は上場会社であるため、当社の株式は、株主・投資家の皆様によって自由に取引ができる

ものです。したがいまして、当社は、当社の株式に対する大規模な買付行為につきましても、こ

れを一概に否定するものではありません。大規模な買付行為の提案に応じるべきか否かの判断

は、当社の経営を誰に委ねるべきかという問題に関連しますので、 終的には、個々の株主の皆

様の自由な意思によってなされるべきであると考えます。 

 しかしながら、近年、わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣との協議や合意

のプロセスを経ることなく、いわば敵対的に、突如として一方的に大規模な株式の買付行為を強

行するといった動きが顕在化しつつあります。このような一方的な大規模な買付行為の中には、

株主の皆様に対して当該買付行為に関する十分な情報が提供されず株主の皆様に株式の売却を事

実上強要するおそれがあるものや、株主の皆様が当該買付行為の条件・方法等について検討し、

また、当社の取締役会が代替案の提案等を行うための十分な時間を確保しないもの、その他真摯



に合理的な経営を行う意思が認められない等当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を

著しく損なう買付行為もあり得るものです。 

 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社の企業価値

の様々な源泉及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解した上で、当社の企業価

値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保しまたは向上させることを真摯に目指す者

でなければならないと考えております。したがいまして、上記のような大規模な買付行為等の当

社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある大規模な買付行為を

行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。 

② 基本方針の実現に資する取組み 

 当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業

価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させるための取組みとして、下記Ａ.の中期経営計

画による企業価値向上への取組み、及び下記Ｂ.のコーポレートガバナンスに関する基本的な考

え方に基づくコーポレートガバナンスの充実のための取組みを実施しております。 

Ａ. 中期経営計画による企業価値向上への取組み 

 当社は、創業以来、「医療機関の社会的使命を支え、よりよい社会づくりに貢献する」こと

を理念として薬局関連事業、レンタル関連事業、リース・割賦関連事業、病医院の経営コンサ

ルティング事業を展開してまいりました。医療機関の社会的使命は、患者の視点に立った良質

の医療を提供することであります。当社は、「よい医療は、よい経営から」とのコンセプトの

もとで、医療機関のよきパートナーとしてよい医療の実現を支援していくことを役割としてお

ります。 

 当社は、経営理念である社是・社訓と行動規準である「わたしたちの誓い」をすべての役

員・従業員が確実に実践していくことを経営の基本方針としております。この積み重ねによ

り、当社は、よりよい社会づくりに貢献し、社会から評価され、尊敬される企業になることを

目指しております。このような経営の理念及び基本方針のもとで、当社は、以下のような中長

期的な経営戦略を策定・実施しております。 

a.  終目的 

 当社の中長期的な経営戦略における 終目的は、「国民が効率的に、質の高い医療を受け

ることができる医療システムの構築に寄与すること」です。 

b. 長期ビジョン（2011年３月期まで） 

 「日本型ヘルスケアビジネスの確立」を行います。 

c. 中期経営計画（2008年３月期まで） 

 中期経営計画については、上記(1)に記載のとおりです。 

Ｂ. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

a. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する企業環境に対

応した迅速な経営意思決定と、経営の健全性向上を図ることによって企業価値を継続して高

めていくことを経営上の 重要課題のひとつとして位置づけております。その実現のため

に、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先、地域社会、従業員等の各利害関係者との良好な

関係を築くとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人等、法律上の機能制度を

一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えて

おります。 

 また、株主・投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、幅広い情報

公開により、経営の透明性を高めてまいります。 

b. 会社の機関の内容及び内部統制システム整備の状況 

ア. 会社の機関の基本説明 

 当社の取締役会は11名で構成されており、うち２名が社外取締役であります（平成19年

６月20日現在）。 



 当社の監査役会は、常勤監査役２名、非常勤監査役２名の計４名で構成されており、う

ち２名を社外監査役（非常勤監査役）とし（平成19年６月20日現在）、公正性、透明性を

確保しております。 

 また、当社は、従来からの監査役制度を引き続き採用することとしておりますが、より

健全性、忠実性を充たした透明性の高い経営体を目指し、如何なる形態の企業統治方式が

ふさわしいかを定めるため検討を継続していく予定であります。 

 当社は、社外取締役専従スタッフの配置はしておりませんが、必要に応じて総務部が適

宜対応しております。 

イ. 機関の内容及び内部統制システム整備の状況 

 取締役会は、原則として毎月１回開催し、会社の重要事項について意思決定を行ってお

ります。 

 常勤取締役で構成される常務会は、原則として毎月２回開催し、取締役会へ付議すべき

事項、取締役会の決定事項以外の事項を決定しております。社長以下、常勤取締役で構成

される経営会議は、原則として毎月２回開催し、常務会に付議される事項についての審

議、経営に関する諸問題の討議や情報交換等を行っております。 

 監査役会の構成員である各監査役は、取締役会へ出席し、さらに常勤監査役について

は、常務会、経営会議にも出席して、意見を述べています。 

 当社は執行役員制度を導入し、取締役会が選任した執行役員が業務執行を行い、取締役

会がこれを監督しております。 

 社長直下の監査部９名が全部門を対象に内部監査を計画的に実施しており、監査結果

は、社長に報告しております。被監査部門に対しては、改善事項の指導を行い、改善状況

を報告させることにより実効性のある監査を実施しております。 

 また、当社は、定期・通期採用の社員研修及び階層別研修において「企業倫理とコンプ

ライアンス経営」を教育し、コンプライアンスの向上に努めています。 

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止するための取組み 

 当社は、平成19年４月24日開催の当社取締役会において、当社の株式の大規模買付行為に関す

る対応方針（以下「本対応方針」といいます。）の導入を決定いたしました。本対応方針は、同

日付で効力を生じておりますが、本対応方針の導入に関する株主意思を確認するため、平成19年

６月20日開催の当社第29期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において買収

防衛策に関する定款変更議案及び本対応方針の導入に関する議案を諮り、承認可決されました。

 本対応方針の内容については、下記のとおりです。 

  

 記 

  

1. 本対応方針導入の目的 

 当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上させることを

目的として、本対応方針を導入いたします。本対応方針の導入に関する当社の考え方の詳細

は、以下のとおりです。 

 当社の事業は、薬局関連事業、レンタル関連事業、リース・割賦関連事業、病医院の経営コ

ンサルティング事業という幅広い範囲に及んでおります。また、当社は、中期経営計画による

企業価値向上への取組み、及びコーポレート・ガバナンスの充実のための取組み等の様々な取

組みを現に実施しております。 

 したがいまして、当社が大規模買付者（下記2.(1)において定義されます。）から大規模買付

行為（下記2.(1)において定義されます。）の提案を受けた場合に、株主の皆様が、これらの当

社の事業の状況及び当社が現に実施している様々な取組みを踏まえた当社の企業価値、並びに

具体的な買付提案の条件・方法等を十分に理解された上で、当該大規模買付行為の提案に応じ



るか否かのご判断を短期間のうちに適切に行うことは、極めて困難であると考えられます。 

 そのため、株主の皆様がかかる大規模買付行為の提案に応じるか否かのご判断を適切に行う

ためには、大規模買付者から一方的に提供される情報のみならず、現に当社の経営を担って当

社の事業及び上記の様々な取組みの内容に精通している当社取締役会から提供される情報並び

に当該大規模買付行為に関する当社取締役会の意見等を含む十分な情報が株主の皆様に対して

提供されることが必要であるとともに、株主の皆様がその情報を熟慮するための十分な時間が

確保されることが不可欠であると考えております。また、当社は、当社の企業価値ひいては株

主の皆様の共同の利益の確保または向上の観点から大規模買付行為の条件・方法を変更・改善

させる必要があると判断する場合には、大規模買付行為の条件・方法について、大規模買付者

と交渉するとともに、代替案の提案等を行う必要もあると考えておりますので、そのために必

要な時間も確保されるべきであります。 

 さらに、当社取締役会は、大規模買付者の有する大規模買付行為後の当社の経営方針等を含

め当該大規模買付行為の条件・方法等が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確

保または向上に資するものであるか否かを評価・検討した結果として、当該大規模買付行為

が、当社の株式を買い集め、多数派株主として自己の利益の追求のみを目的として濫用的な会

社運営を行うものであったり、株主の皆様に当社の株式の売却を事実上強要し、または、株主

の皆様を当社の真実の企業価値を反映しない廉価で当社の株式を売却せざるを得ない状況に置

くような態様によるものである等の当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく

損なうものであると判断される場合には、当該大規模買付行為に対して必要かつ相当な対抗措

置を講じる必要もあるものと考えます。 

 したがいまして、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保

しまたは向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しよ

うとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供、及びその内容の評価・検討等に必

要な期間の確保を求めるために、本対応方針を導入することを決定いたしました。本対応方針

は、大規模買付行為を行おうとする大規模買付者に対して十分な情報の提供と十分な検討等の

期間の確保を要請したにもかかわらず、かかる要請に応じない大規模買付者に対して、また

は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を行いま

たは行おうとする大規模買付者に対して、対抗措置を発動できることとしています。したがい

まして、本対応方針は、これらの大規模買付者による大規模買付行為を防止するものであり、

本対応方針の導入は、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務

及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであります。 

 なお、当社取締役会による本対応方針導入の決定時点におきましては、特定の第三者より当

社取締役会に対して当社の株式の大規模買付行為に該当する行為に関する提案がなされている

事実はありません。また、当社の大株主の状況につきましては、第４ 提出会社の状況 １ 株

式等の状況 (6) 大株主の状況をご参照ください。 

2. 本対応方針の内容 

(1) 大規模買付ルールの設定 

(i) 対抗措置発動の対象となる大規模買付行為 

 本対応方針においては、次の①もしくは②に該当する行為またはこれらに類似する行為

（ただし、当社取締役会が予め承認したものを除きます。このような行為を以下「大規模買

付行為」といい、大規模買付行為を行いまたは行おうとする者を以下「大規模買付者」とい

います。）がなされ、またはなされようとする場合には、本対応方針に基づく対抗措置が発

動されることがあります。 



① 当社が発行者である株券等（注１）について、保有者（注２）の株券等保有割合（注

３）の合計が20％以上となる買付け 

② 当社が発行者である株券等（注４）について、公開買付け（注５）に係る株券等の株券

等所有割合（注６）及びその特別関係者（注７）の株券等所有割合の合計が20％以上と

なる公開買付け 

(ⅱ) 「大規模買付意向表明書」の当社への事前提出 

 まず、大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社代表取締役に対して、本対応方

針に定められた手続（以下「大規模買付ルール」といいます。）に従って大規模買付行為を

行う旨の誓約等を記載した「大規模買付意向表明書」を提出していただきます。 

 具体的には、「大規模買付意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。 

(ア) 大規模買付者の概要 

 ① 氏名または名称及び住所または所在地 

 ② 代表者の氏名 

 ③ 会社等の目的及び事業の内容 

 ④ 大株主または大口出資者（所有株式数または出資割合上位10名）の概要 

 ⑤ 国内連絡先 

 ⑥ 設立準拠法 

(イ) 大規模買付者が現に保有する当社の株券等の数、及び、大規模買付意向表明書提出日前

60日間における大規模買付者の当社の株券等の取引状況 

(ウ) 大規模買付者が提案する大規模買付行為の概要（大規模買付者が大規模買付行為により

取得を予定する当社の株券等の種類及び数、並びに大規模買付行為の目的の概要（支配

権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付行為後の当社の株券等

の第三者への譲渡等、または重要提案行為等（注８）を行うことその他の目的がある場

合には、その旨及び概要。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただ

きます。）を含みます。） 

(エ) 大規模買付ルールに従う旨の誓約 

 なお、「大規模買付意向表明書」の提出にあたっては、商業登記簿謄本、定款の写しそ

の他の大規模買付者の存在を証明する書類を添付していただきます。 

(ⅲ) 「大規模買付情報」の提供 

 上記(ⅱ)の「大規模買付意向表明書」をご提出いただいた場合には、大規模買付者には、

以下の手順に従い、当社代表取締役に対して、大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断

及び当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報（以下「大規模買付情報」と

いいます。）を提供していただきます。 

 まず、当社は、大規模買付者に対して、大規模買付意向表明書を提出していただいた日か

ら10営業日 （注９）（初日不算入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した

「大規模買付情報リスト」を上記(ⅱ)(ア)⑤の国内連絡先宛に発送いたしますので、大規模

買付者には、かかる大規模買付情報リストに従って十分な情報を当社代表取締役に提出して

いただきます。 

 また、上記の大規模買付情報リストに従い大規模買付者から提供していただいた情報で

は、当該大規模買付行為の内容及び態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役

会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社

取締役会が別途請求する追加の情報を大規模買付者から提供していただきます。 

 なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原

則として大規模買付情報リストの一部に含まれるものとします。 



① 大規模買付者及びそのグループの詳細（沿革、資本金の額または出資金の額、発行済株

式の総数、役員の氏名、職歴及び所有株式の数その他の会社等の状況、並びに直近２事

業年度の財政状態、経営成績その他の経理の状況を含みます。） 

② 大規模買付行為の目的（大規模買付意向表明書において開示していただいた目的の具体

的内容）、方法及び内容（大規模買付行為の適法性に関する意見を含みます。） 

③ 買付対価の種類及び金額（有価証券等を対価とする場合には、当該有価証券等の種類及

び交換比率、有価証券等及び金銭を対価とする場合には、当該有価証券等の種類、交換

比率及び金銭の額を記載していただきます。）、並びに当該金額の算定の基礎及び経緯

（算定の基礎については、算定根拠を具体的に記載し、当該金額が時価と異なる場合や

大規模買付者が 近行った取引の価格と異なる場合には、その差額の内容も記載してい

ただきます。また、株券等の種類に応じた買付価格の価額の差について、換算の考え方

等の内容も具体的に記載していただきます。算定の経緯については、算定の際に第三者

の意見を聴取した場合に、当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額

を決定するに至った経緯を具体的に記載していただきます。） 

④ 大規模買付行為に要する資金の調達状況、及び当該資金の調達先の概要（預金の場合

は、預金の種類別の残高、借入金の場合は、借入金の額、借入先の業種等、借入契約の

内容、その他の資金調達方法による場合は、その内容、調達金額、調達先の業種等を含

みます。） 

⑤ 大規模買付者が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻し契約、

売買の予約その他の重要な契約または取決め（以下「担保契約等」といいます。）があ

る場合には、その契約の種類、契約の相手方、契約の対象となっている株券等の数量等

の当該担保契約等の具体的内容 

⑥ 大規模買付者が大規模買付行為において取得を予定する当社の株券等に関する担保契約

等の締結その他の第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している担保契約等

その他の第三者との間の合意の種類、契約の相手方、契約の対象となっている株券等の

数量等の当該担保契約等その他の第三者との間の合意の具体的内容 

⑦ 支配権取得または経営参加を大規模買付行為の目的とする場合には、大規模買付行為の

完了後に企図する当社及び当社グループの支配権取得または経営参加の方法、並びに支

配権取得後の経営方針または経営参加後の計画。組織再編、企業集団の再編、解散、重

要な財産の処分または譲受け、多額の借財、代表取締役等の選定または解職、役員の構

成の変更、配当・資本政策に関する重要な変更、その他当社及び当社グループの経営方

針に対して重大な変更を加え、または重大な影響を及ぼす行為を予定している場合に

は、その内容及び必要性 

⑧ 純投資または政策投資を大規模買付行為の目的とする場合には、大規模買付行為の後の

株券等の保有方針、売買方針及び議決権の行使方針、並びにそれらの理由。長期的な資

本提携を目的とする政策投資として大規模買付行為を行う場合には、その必要性 

⑨ 重要提案行為等を行うことを大規模買付行為の目的とする場合、または大規模買付行為

の後に重要提案行為等を行う可能性がある場合には、当該重要提案行為等の目的、内

容、必要性及び時期、並びにいかなる場合において当該重要提案行為等を行うかに関す

る情報 

⑩ 大規模買付行為の後、当社の株券等を更に取得する予定がある場合には、その理由及び

その内容 

⑪ 大規模買付行為の後、当社の株券等が上場廃止となる見込みがある場合には、その旨及

び理由 

⑫ 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡が存在する場合には、その目

的及び内容並びに当該第三者の概要 



⑬ 当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社の利害関係者との関係を大規模買

付行為の完了後に変更する予定がある場合には、その具体的内容 

 なお、当社は、大規模買付行為の提案があった事実及び大規模買付者から提供された情報

が株主の皆様のご判断に必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全

部または一部を株主の皆様に開示いたします。 

 また、当社は、大規模買付者による大規模買付情報の提供が完了したと当社取締役会にお

いて合理的に判断されるときには、その旨を大規模買付者に通知（以下「情報提供完了通

知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いたします。 

(ⅳ) 取締役会評価期間の設定等 

 当社は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、以下

の①または②の期間（いずれの場合も初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交

渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）とし

て設定します。 

① 対価を金銭（円貨）のみとし、当社の株券等のすべてを対象とする公開買付けによる大

規模買付行為の場合には60日間 

② その他の大規模買付行為の場合には90日間 

 大規模買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大規模買付行為を開

始することができるものとします。 

 当社取締役会は、取締役会評価期間中に、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得

ながら、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討し、大規模買付行為に関する当

社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、大規模買付者に通知するとともに、適時

かつ適切に株主の皆様に公表いたします。また、必要に応じて、大規模買付者との間で

大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株

主の皆様に代替案を提示することもあります。 

(2) 大規模買付行為がなされた場合における対応方針 

(i) 対抗措置発動の条件 

(ア) 大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行う場合 

 大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行いまたは行おうとする

場合には、その具体的な条件・方法等の如何を問わず、当社取締役会は、当該大規模買付

行為を当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう敵対的買収行為と

みなし、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上させるため

に必要かつ相当な対抗措置を講じることといたします。 

(イ) 大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行う場合 

 大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行いまたは行おうとする場

合には、当社取締役会が仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、反対意見の表

明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う可能性は排除しないものの、原則とし

て、当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。大規模買付行為の提案に応じる

か否かは、株主の皆様において、当該大規模買付行為に関する大規模買付情報及びそれに

対する当社取締役会の意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくこととなります。 

 ただし、大規模買付者が大規模買付ルールに従って大規模買付行為を行いまたは行おう

とする場合であっても、当該大規模買付行為が専ら大規模買付者の短期的な利得のみを目

的とするものである等、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう

ものであると認められる場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主の皆様

の共同の利益を確保しまたは向上させるために、必要かつ相当な対抗措置を講じることが

あります。具体的には、別紙１に掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合また

は該当すると合理的に疑われる事情が存する場合には、原則として、当該大規模買付行為

は当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると認められ



る場合に該当するものと考えます。 

(ⅱ) 対抗措置の内容 

 本対応方針における対抗措置としては、原則として、新株予約権（以下「本新株予約権」

といいます。）の無償割当てを行います。ただし、会社法その他の法令及び当社の定款上認

められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措

置が用いられることもあります。本新株予約権の概要は、別紙２に記載のとおりといたしま

す。 

(3) 本対応方針の合理性及び公正性を担保するための制度及び手続 

(i) 特別委員会の設置及び諮問等の手続 

(ア) 特別委員会の設置 

 大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、及び、大規模買付ルールが

遵守された場合に当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上さ

せるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取

締役会が 終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当

社は、当社取締役会から独立した組織として、特別委員会を設置することとします。特別

委員会の委員は、３名以上とし、社外取締役、社外監査役、弁護士、税理士、公認会計

士、医師、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役または執行役と

して経験のある社外者等の中から選任されるものとします。特別委員会の当初の委員に

は、新道弘康氏、福田健氏及び中里公哉氏の合計３名が就任いたします。なお、各委員の

略歴は、別紙３「特別委員会委員の略歴」に記載のとおりです。 

 なお、特別委員会の決議は、原則として特別委員全員が出席し、その過半数をもってこ

れを行うものとしますが、特別委員に事故あるときその他やむを得ない事情があるとき

は、特別委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行うものとします。 

(イ) 対抗措置の発動の手続 

 当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の合理性及び公正性を担保する

ために、以下の手続を経ることとします。 

 まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対して対抗措置の発動

の是非について諮問し、特別委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて原則として当社

の費用負担により外部専門家等の助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動

の是非について勧告を行います。なお、特別委員会は、大規模買付者が大規模買付ルール

に従わずに大規模買付行為を行いもしくは行おうとしていると判断する場合、または、当

該大規模買付行為が別紙１に掲げるいずれかの類型に該当するもしくは該当すると合理的

に疑われる事情が存する等当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共

同の利益を著しく損なうものであると判断する場合にのみ、対抗措置の発動を是認する旨

の勧告を行うものとします。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際し

て、特別委員会による勧告を 大限尊重するものといたします。 

 なお、当社取締役会は、特別委員会に対する上記諮問のほか、大規模買付者の提供する

大規模買付情報に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該大規模買付

者及び当該大規模買付行為の具体的内容並びに当該大規模買付行為が当社の企業価値ひい

ては株主の皆様の共同の利益に与える影響等を検討の上で、対抗措置の発動の是非を判断

するものとします。 

(ウ) 発動した対抗措置の中止または撤回 

 当社取締役会が上記(イ)記載の手続に従って対抗措置を発動した場合であっても、①大

規模買付者が大規模買付行為を中止もしくは撤回した場合、または、②対抗措置を発動す

るか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値ひいては

株主の皆様の共同の利益の確保または向上という観点から発動した対抗措置を維持するこ

とが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、当該対抗措置の維



持の是非について、上記状況に至った具体的事情を提示した上で、改めて特別委員会に諮

問するとともに、必要に応じて原則として当社の費用負担により外部専門家等の助言を得

ながら、発動した対抗措置の中止または撤回（無償割当てをした本新株予約権を別紙２本

新株予約権の概要第９項に記載の取得条項に基づき無償取得することを含みます。）を検

討するものとします。 

 当該諮問がなされた場合、特別委員会は、必要に応じて外部専門家等の助言を得なが

ら、当該対抗措置の維持の是非について検討し、当社取締役会に対して勧告を行います。

また、当該諮問がない場合であっても、特別委員会は、上記状況に至ったと自ら判断する

場合には、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該対抗措置の維持の是非につ

いて検討し、当社取締役会に対して勧告を行うことができるものとします。 

 当社取締役会は、いずれの場合であっても、特別委員会の勧告を 大限尊重して、対抗

措置を維持するか否かの判断を行うものとします。 

 上記特別委員会の勧告を踏まえた結果、当社取締役会が当社の企業価値ひいては株主の

皆様の共同の利益の確保または向上という観点から対抗措置を維持することが相当でない

と判断するに至った場合には、当社取締役会は、発動した対抗措置を、その決議により中

止または撤回し、速やかにその旨を開示いたします。 

(エ) 特別委員会に対する任意の諮問 

 当社取締役会は、大規模買付者から提供された情報が大規模買付情報として必要かつ十

分であるかについて疑義がある場合、株主の皆様に対して当社取締役会が代替案を提示す

る場合、その他当社取締役会が必要と認める場合には、上記の対抗措置発動の是非及び発

動した対抗措置の維持の是非以外についても、任意に特別委員会に対して諮問することが

できるものとし、かかる諮問がなされたときは、特別委員会は、必要に応じて外部専門家

等の助言を得ながら、当該諮問に係る事項につき検討し、当社取締役会に対して勧告を行

います。当社取締役会は、かかる特別委員会の勧告についても 大限尊重するものとしま

す。 

(ⅱ) 本対応方針の導入に関する株主の皆様の意思の確認 

 当社は、平成19年４月24日開催の当社取締役会において本対応方針の導入を決議いたし

ましたが、本対応方針の導入に関する株主の皆様のご意思を確認するため、平成19年６月

20日に開催の当社第29期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において

買収防衛策に関する定款変更議案及び本対応方針の導入に関する議案を諮り、承認可決さ

れました。 

(ⅲ) 本対応方針の有効期間、廃止及び変更 

 本対応方針の有効期間は、平成20年６月に開催予定の当社第30期定時株主総会の終結時

までといたします。 

 なお、かかる有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本対応方針を廃止

する旨の議案が承認された場合、または②当社取締役会において本対応方針を廃止する旨

の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止されるものとします。 

 また、当社は、本対応方針が廃止された場合には、当該廃止の事実その他当社取締役会

が適切と認める事項について、適用ある法令及び証券取引所規則に従って速やかに情報開

示を行います。 

3．本対応方針の合理性について 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 

 本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価値・株主共

同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・

株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保

の原則）を完全に充足しています。 

(2) 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保または向上の目的をもって導入さ



れていること 

 本対応方針は、上記1.に記載のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益

を確保しまたは向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が

実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供及びその内容の評価・検

討等に必要な期間の確保を求めるために、導入されるものです。 

(3) 株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項） 

 当社は、上記2.(3)(ⅱ)に記載のとおり、平成19年４月24日開催の当社取締役会において、

本対応方針の導入を決議いたしましたが、本対応方針の導入に関する株主意思を確認するた

め、本定時株主総会において買収防衛策に関する定款変更議案及び本対応方針の導入に関す

る議案を諮り、承認可決されました。 

 また、上記2.(3)(ⅲ)に記載のとおり、本対応方針の有効期間は、平成20年６月に開催予定

の当社第30期定時株主総会の終結時までであります。なお、かかる有効期間の満了前であっ

ても、①当社株主総会において本対応方針を廃止する旨の議案が承認された場合、または②

当社取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はそ

の時点で廃止されます。 

(4) 合理的かつ客観的な対抗措置発動要件の設定 

 本対応方針は、上記2.(2)に記載のとおり、合理的かつ客観的な要件が充足されない限り

は、対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防

止するための仕組みが確保されています。 

(5) 特別委員会の設置 

 上記2.(3)(i)に記載のとおり、当社は、本対応方針の導入に当たり、大規模買付ルールに

従って一連の手続が進行されたか否か、及び、大規模買付ルールが遵守された場合に当社の

企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当と

考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについての取締役会の判断の合理性及び公正性を

担保するため、またその他本対応方針の合理性及び公正性を確保するために、当社取締役会

から独立した組織として、特別委員会を設置することとしております。 

 これにより、当社取締役会による恣意的な本対応方針の運用ないし対抗措置の発動を防止

するための仕組みが確保されています。 

(6) デッドハンド型買収防衛策等ではないこと 

 上記2.(3)(ⅲ)に記載のとおり、本対応方針の有効期間は平成20年６月に開催予定の当社第

30期定時株主総会の終結時までであり、また、本対応方針は、かかる有効期間の満了前であ

っても、当社の株主総会で選任された取締役で構成された取締役会により、いつでも廃止す

ることができるものとされております。したがいまして、本対応方針は、デッドハンド型買

収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛

策）ではありません。また、当社の取締役の任期は１年となっているため、本対応方針は、

取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないためその発動を阻止するのに時間を要

する買収防衛策でもありません。 

4．株主・投資家の皆様に与える影響 

(1) 本対応方針の導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 本対応方針の導入時には、本新株予約権の無償割当て自体は行われません。したがいまし

て、本対応方針がその導入時に株主及び投資家の皆様の有する当社の株式に係る法的権利及

び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合

には、別途定められる基準日における 終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録

された株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき１個の割合で、本新株予約権が無償

にて割り当てられます。このような対抗措置の仕組み上、本新株予約権の無償割当て時にお



いても、株主及び投資家の皆様が保有する当社の株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生

じるものの、保有する当社の株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社の株式１株

当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社の株式全

体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりま

せん。 

 なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記2.

(3)(i)(ウ)に記載の手続等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止または撤回（無償

割当てをした本新株予約権を別紙２本新株予約権の概要第９項に記載の取得条項に基づき無

償取得することを含みます。）を決定した場合には、株主及び投資家の皆様が保有する当社

の株式１株当たりの経済的価値の希釈化も生じないことになるため、当社の株式１株当たり

の経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動

により損害を被る可能性がある点にご留意ください。 

 また、本新株予約権の行使または取得に関しては差別的条件が付されることが予定されて

いるため、当該行使または取得に際して、大規模買付者の法的権利等に希釈化が生じること

が想定されますが、この場合であっても、大規模買付者以外の株主及び投資家の皆様の有す

る当社の株式全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは

想定しておりません。 

(3) 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 

(i) 名義書換 

 当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合

には、当社取締役会において基準日を定め、これを公告します。基準日における 終の株主

名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対し、その有する株式の数に

応じて本新株予約権が割り当てられますので、名義書換未了の株主の皆様におかれまして

は、公告された基準日までに名義書換の手続を行っていただく必要があります（なお、証券

保管振替機構への預託を行っている株券につきましては、名義書換の手続は不要です。）。

(ⅱ) その他の手続 

 本新株予約権の割当手続に関しては、基準日における株主名簿または実質株主名簿に記載

または記録された株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に

本新株予約権が付与されるため、申込みの手続は不要です。 

 また、株主の皆様には、新株の取得のために所定の期間内に本新株予約権を行使していた

だく（その際には一定の金銭の払込みを行っていただきます。）必要が生じる可能性があり

ます。かかる場合には、当社は、その手続の詳細に関して、適用ある法令及び証券取引所規

則に基づき、適時かつ適切に開示を行います。 

5．その他 

 本対応方針は、平成19年４月24日開催の当社取締役会において取締役全員の賛成により決

定されたものですが、当該取締役会には、社外監査役２名を含む当社監査役全員が出席し、

いずれの監査役も、本対応方針に賛成する旨の意見を述べました。 

 当社取締役会においては、今後の司法判断の動向及び証券取引所その他の公的機関の対応

等、並びに、会社法、証券取引法または各証券取引所の上場規則等の改正、その他の法令等

の制定改廃にも引き続き注視して、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保

しまたは向上させるとの観点から、必要に応じて本対応方針の見直し、または本対応方針に

代わる別途の防衛策の導入を含め、適切な措置を適宜講じてまいる所存です。 

以 上 



（注１）証券取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。以下別段の定めがな

い限り同じです。なお、本対応方針において引用される法令等に改正（法令名の変

更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。）があった場合には、本対応

方針において引用される法令等の各条項及び用語は、当社取締役会が別途定める場

合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項及び用語を実質的に継承す

る法令等の各条項及び用語に読み替えられるものとします。 

（注２）証券取引法第27条の23第１項に規定する保有者を意味し、同条第３項の規定に基づ

き保有者に含まれる者を含みます。以下別段の定めがない限り同じです。 

（注３）証券取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合を意味します。以下別段の

定めがない限り同じです。 

（注４）証券取引法第27条の２第１項に規定する株券等を意味します。以下②において同じ

です。 

（注５）証券取引法第27条の２第６項に規定する公開買付けを意味します。以下別段の定め

がない限り同じです。 

（注６）証券取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合を意味します。以下別段の

定めがない限り同じです。 

（注７）証券取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者を意味します。ただし、同項第

１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関

する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。以下別段の定めがない限り同じ

です。 

（注８）証券取引法第27条の26第１項、証券取引法施行令第14条の８の２第１項、及び株券

等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定する重要提案行為等を意

味します。以下別段の定めがない限り同じです。 

（注９）なお、営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外

の日をいいます。以下別段の定めのない限り同じです。 



(別紙１) 

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められる類型 

(1) 大規模買付者が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げ

て高値で当社の株券等を当社関係者に引き取らせる目的で当社の株券等の取得を行ってい

るまたは行おうとしている者（いわゆるグリーンメイラー）であると判断される場合 

(2) 当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な知的

財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先または顧客等の当社または当社グループ会

社の資産を当該大規模買付者またはそのグループ会社等に移転させる目的で当社の株券等

の取得を行っていると判断される場合 

(3) 当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該大規模買付者

またはそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株券等

の取得を行っていると判断される場合 

(4) 当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の事業に当面関係して

いない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって

一時的に高配当をさせるかあるいはかかる一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙っ

て当社の株券等の高価売り抜けをする目的で当社の株券等の取得を行っていると判断され

る場合 

(5) 大規模買付者の提案する当社の株券等の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該金額の

算定根拠、その他の条件の具体的内容（当該取得の時期及び方法を含みます。）、違法性

の有無、実現可能性等を含みますがこれらに限られません。）が、当社の企業価値に照ら

して著しく不十分または不適切なものであると判断される場合 

(6) 大規模買付者の提案する当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（ 初の

買付けで当社の株券等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に

設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株券等の買付けを行うことをいいま

す。）等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の

株券等の売却を強要するおそれがあると判断される場合 

(7) 大規模買付者による支配権の取得により、当社の株主の皆様はもとより、顧客、従業員そ

の他の利害関係者の利益を含む当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の著しい

毀損が予想される等、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保または向上

を著しく妨げるおそれがあると判断される場合 

(8) 大規模買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値と

の比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、

著しく劣後すると判断される場合 

(9) 大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると判断され

る場合 

(10) その他(1)ないし(9)に準じる場合で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を

著しく損なうと判断される場合 

  

以 上 



(別紙２) 

本新株予約権の概要 

1．本新株予約権の割当総数 

 本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「本

新株予約権無償割当て決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日

（以下「割当期日」といいます。）における当社の 終の発行済みの普通株式の総数（ただ

し、同時点において当社の有する当社の普通株式の数を除きます。）と同数とします。 

2．割当対象株主 

 割当期日における 終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主に対

し、その所有する当社の普通株式（ただし、同時点において当社の有する当社の普通株式を

除きます。）１株につき１個の割合で本新株予約権の無償割当てをします。 

3．本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

 本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。 

4．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権１個当たりの

目的である株式の数は１株（以下「対象株式数」といいます。）とします。ただし、当社が

株式の分割または株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。 

5．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額 

 本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出

資される財産の当社の普通株式１株当たりの金額は１円以上で当社取締役会が本新株予約権

無償割当て決議において別途定める額とします。 

6．本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。 

7．本新株予約権の行使条件 

 ①特定大量保有者（注10）、②特定大量保有者の共同保有者（注11）、③特定大量買付者

（注12）、④特定大量買付者の特別関係者、もしくは⑤これら①乃至④の者から本新株予約

権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、または、⑥これら①乃

至⑤に該当する者の関連者（注13）（これらの者を総称して、以下「非適格者」といいま

す。）は、本新株予約権を行使することができないものとします。なお、本新株予約権の行

使条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

8．当社による本新株予約権の取得 

 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有する本新株予約

権を取得し、これと引き替えに本新株予約権１個につき対象株式数の当社の普通株式を交付

することができるものとします。なお、本新株予約権の取得条件の詳細については、本新株

予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。 

9．対抗措置発動の中止等の場合の無償取得 

 当社取締役会が、発動した対抗措置の中止または撤回を決議した場合その他本新株予約権

無償割当て決議において当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部

を無償にて取得することができるものとします。 

10．本新株予約権の行使期間等 

 本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償

割当て決議において別途定めるものとします。 



（注10）当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が20％以

上である者、または、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいい

ます。ただし、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値ひい

ては株主の皆様の共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予

約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこ

ととします。 

（注11）証券取引法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共

同保有者とみなされる者を含みます。 

（注12）公開買付けによって当社が発行者である株券等（証券取引法第27条の２第１項に規

定する株券等を意味します。以下本注において同じです。）の買付け等（証券取引

法第27条の２第１項に規定する買付け等を意味します。以下同じです。）を行う旨

の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるもの

として証券取引法施行令第７条第１項に定めるものを含みます。）に係る株券等の

株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20％以上となる

者、または、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。た

だし、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値ひいては株主

の皆様の共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償

割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととしま

す。 

（注13）ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはそ

の者と共同の支配下にある者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含み

ます。）、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をい

います。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配し

ている場合」（会社法施行規則第３条第３項に規定されます。）をいいます。 

  

以 上 



(別紙３) 

特別委員会委員の略歴 

1．新道 弘康 

2．福田 健 

3．中里 公哉 

昭和61年４月 新道法律事務所開設   

  （現在に至る。）   

平成11年６月 当社社外監査役(現任)   

昭和48年10月 監査法人中央会計事務所（現 みすず監査法人）入所   

昭和55年10月 福田公認会計士事務所 開設   

  （現在に至る。）   

平成３年６月 当社監査役   

  （平成７年６月まで）   

平成16年12月 福岡市監査委員（現任）   

平成元年６月 日本航空株式会社 取締役 整備本部長   

平成３年６月 同社常務取締役 整備本部長   

平成５年６月 空港グランドサービス株式会社 代表取締役副社長   

平成７年６月 福岡空港ビルディング株式会社 代表取締役社長   

平成11年６月 福岡空港エンジニアリング株式会社 代表取締役会長 兼 社長   

平成14年６月 同社相談役   

平成15年６月 九州電力株式会社 監査役（現任）   



(ご参考) 

大規模買付行為が開始された場合のフロー 

※1. 別紙２ご参照 

※2. 特別委員会に対する対抗措置発動の諮問は、取締役会評価期間内に行われることもあり

えます。 

このフローチャートは、あくまで本対応方針の概要をわかりやすく説明するための参考とするた

めに作成されたものにすぎず、本対応方針の詳細については、本文をご参照ください。 



④ 上記②の取組みについての当社取締役会の判断 

 当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業

価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させるための取組みとして、上記②の取組みを実施

しております。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利

益を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、上記のような当社

の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある大規模な買付行為は困

難になるものと考えられ、これらの取組みは、上記①の基本方針に資するものであると考えてお

ります。 

 したがいまして、上記②の取組みは、上記①の基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同

の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考え

ております。 

⑤ 上記③の取組みについての当社取締役会の判断 

 上記③の取組みは、十分な情報の提供と十分な検討等の期間の確保の要請に応じない大規模買

付者、及び当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を行

いまたは行おうとする大規模買付者に対して、対抗措置を発動できることとしています。したが

いまして、本対応方針は、これらの大規模買付者による大規模買付行為を防止するものであり、

本対応方針の導入は、上記①の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方

針の決定が支配されることを防止するための取組みであります。また、上記③の取組みは、当社

の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上させることを目的として、大規

模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の

事前の提供、及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために導入されるもので

す。さらに、上記③の取組みにおいては、株主意思の重視（株主総会決議とサンセット条項（定

期的に買収防衛策の内容や導入の是非を株主総会で見直す条項））、合理的かつ客観的な対抗措

置発動要件の設定、特別委員会の設置等の当社取締役会の恣意的な判断を排し、上記③の取組み

の合理性を確保するための様々な制度及び手続が確保されているものであります。 

 したがいまして、上記③の取組みは、上記①の基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同

の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考え

ております。 



４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要

な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものでありま

す。 

① 薬局関連事業について 

Ａ．医薬分業と調剤薬局事業の関係について 

 患者の診断・治療は医療機関の医師が、薬の調剤は調剤薬局の薬剤師が行うことで、医療機

関と調剤薬局がそれぞれの専門分野で業務を分担し、患者により安全で良質な薬物療法を提供

する医療上の制度を医薬分業と言います。医薬分業率の上昇は、新規出店等の店舗展開に影響

があり、今後、医薬分業が進展しない場合や、医薬分業が進展する事を前提とした計画通りの

出店ができない場合には、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

Ｂ．調剤薬局事業の法規制について 

 当社グループの調剤事業を行うに当たり、各都道府県知事に「薬局開設許可」及び「保険薬

局指定」を受けるとともに、必要に応じて各都道府県知事等の指定等を受けることとされてい

ます。万一、法令違反等により、当該店舗の営業停止または取消を受けることとなった場合に

は、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

Ｃ．薬価基準の改正、調剤報酬改定について 

 薬局関連事業の調剤売上は、薬剤に係る収入と調剤技術に係る収入から成り立っています。

薬剤に係る収入は、薬価基準として厚生労働大臣の告示によってその公定価格が定められてお

り、調剤技術に係る収入も、厚生労働大臣の告示によって調剤報酬点数表により定められてお

ります。今後、薬価基準の改正、調剤報酬改定が行われ、薬価基準、調剤報酬の点数等が変更

になった場合、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

Ｄ．調剤過誤について 

 当社グループは、研修等を通じ薬剤師の調剤技術や薬剤知識の向上に取組み、調剤過誤の防

止のために複数チェック体制により調剤を行っております。また、万一に備え全店舗において

薬剤師賠償責任保険に加入しております。しかし、重大な調剤過誤が発生した場合には、社会

的信用の失墜、訴訟の提起による損害賠償等により、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

Ｅ．消費税等の影響について 

 調剤売上は消費税法において非課税売上となり、一方、医薬品等の仕入は同法の課税仕入と

なるため、当社グループが医薬品等の仕入先に対し支払った消費税等は、消費税等として調剤

売上原価の経費に計上しております。過去の消費税の導入及び消費税率改定時には、消費税率

の上昇分が薬価改定幅に考慮され、また当社も仕入先との価格交渉に際しては、消費税率の上

昇分を考慮して交渉を進めてきました。しかし今後、消費税率が改定され、その影響が薬価あ

るいは仕入価格に反映されない場合には、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

Ｆ．薬剤師の確保と出店計画 

 調剤薬局事業は、薬事法により店舗ごとに一定数以上の薬剤師を配置することが義務づけら

れており、薬剤師法により調剤業務は薬剤師でない者が行ってはならないとされております。

当社グループはすべての店舗において薬事法による薬剤師の配置の基準を満たしております。

また、当社グループは、新規出店計画に基づき薬剤師の採用計画を作成の上、採用活動を行

い、定期採用を基本としながらこれを通期採用で補完していくことで、薬剤師の十分な確保が

できており、新規出店計画に支障を来したことはありません。しかし、今後、薬剤師を十分に

確保できない場合には、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。一方で、出店

計画が遅れることにより、薬剤師の採用が先行し、一時的に薬剤師に余剰が生じる（先行人件

費として費用負担増になる）場合には、薬局関連事業の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 



② レンタル関連事業について 

Ａ．レンタルについて 

 当社のレンタル関連事業におけるレンタル取引は、レンタル設置契約に基づきテレビ等を医

療機関に設置し、利用者（患者）が使用料を負担しテレビ等を利用できるシステムでありま

す。当該レンタル取引に係る売上高（レンタル料収入）は、テレビの設置台数及びテレビ１台

当たりのレンタル料収入により変動いたします。現状ではテレビの設置台数に影響を及ぼす病

床（ベッド）数が減少傾向にあります。また、１台当たりのレンタル料収入は、ベッドの稼働

率、患者の視聴時間の変動による影響を受けます。 

Ｂ．技術の進歩等への対応 

 技術の進歩により、テレビの種類もこれまでの主流であったブラウン管テレビから、液晶デ

ィスプレイ、プラズマディスプレイなどのテレビへ移行しています。また放送も、アナログ方

式からデジタル方式への切り替えが進んでおります。地上デジタルテレビ放送の実施が段階的

に進められており、平成23年７月には地上デジタルテレビ放送に完全移行し、現在の地上アナ

ログテレビ放送の終了が予定されています。このような技術の進歩等に対応することになった

場合、商品開発等で新たなビジネスチャンスの拡大に繋がる可能性もありますが、既存設備の

陳腐化と追加投資によりレンタル関連事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

Ｃ．消費税等の影響について 

 今後、消費税率が改定され、それが利用者（患者）に対するレンタルテレビの使用料に反映

できない場合、またはコスト削減によりこれを吸収できない場合には、レンタル関連事業の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

Ｄ．レンタル物件のオンバランス化 

 当社がレンタルしているテレビなどのレンタル物件は、基本的にリース契約により調達して

おり、現行のリース会計基準の下で、所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する通常の

賃貸借取引に準じた会計処理（以下、オフバランス処理）をしています。現行のリース会計基

準の変更が、平成20年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度から適用されます（早期

適用可能）。この会計基準の変更により、オフバランス処理が廃止されることになります。変

更後は、売買処理に係る方法に準じて会計処理を行い、リース物件とこれに係る債務をリース

資産及びリース債務として貸借対照表に計上する必要があります。改正リース会計基準の適用

後は、現在オフバランスとなっている当該レンタル資産がオンバランスとなり、財政状態に大

きな変動を及ぼします。 

③ リース・割賦関連事業について 

Ａ．金利の動向について 

 リース・割賦関連事業の事業環境は、超低金利政策の下での同業他社とのリース料率競争が

激しくなっております。リース・割賦関連の成約高、採算（利鞘）は金利の動向に影響を受け

る傾向があります。 

Ｂ．商品売上について 

 当社は、資金回収の効率化を図るため、近年、原則として期中に獲得した契約上の対象物件

をすべて売却し、商品売上として計上しております。当社の商品売上取引は、当社がユーザー

との間でリース契約（または割賦販売契約）した物件を他のリース会社に売却するものであり

ます。当社は、ユーザーから債権の代行回収を行い、その回収額をリース会社へ支払います。

当社にとっては、サプライヤーからの物件購入額とリース会社に対する物件売却額との差額が

当社の利益となります。商品売上が拡大した場合、未経過リース契約債権と割賦債権が減少

し、リース料収入、割賦売上は減少します。 

Ｃ．リース会計基準及びリース税制の変更について 

 現行のリース会計基準の変更が、平成20年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度か

ら適用されます（早期適用可能）。またリース税制についても、リース関連規定の改正が行わ

れ、所有権移転外ファイナンス・リースは売買取引とみなされ、リース資産の償却方法はリー

ス期間定額法とするなど、法人税等の整備がなされています。改正リース会計基準の適用後



は、資産計上が不要で毎月一定のリース料を費用処理（税務上の損金処理）するだけの簡便的

な賃貸借処理のメリットが減じることから、リース取引が減少する可能性があります。ただ

し、少額等のリースについては、会計・税務ともに従前と同様の取扱いができることになって

います。リース会計基準やリース税制の変更は、リース・割賦関連事業の業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

④ ＤtoＤの推進について 

 当社の医業継承・医療連携・医師転職支援システムであるＤtoＤ（Ｄoctor to Ｄoctor）

は、開業・転職を希望の勤務医、継承者を探している開業医、優良な医師と医療連携先を確保

したい医療機関の三者間を総合的に支援していく課題解決システムです。ＤtoＤに係る収益と

しては、医師転職支援に基づく紹介手数料、継承開業支援に基づくコンサルティング手数料、

継承物件の仲介手数料、継承施設のリフォームなど直接的な効果だけでなく、ＤtoＤにより支

援した先との複合取引によるシナジー効果を得ることで、営業面での生産性向上、収益性向上

を図るものです。ＤtoＤは平成13年10月から開始し、ＤtoＤシステムへの勤務医、開業医、医

療機関の登録数拡大に伴い、ＤtoＤの実績も着実に増加しています。当社は基本的戦略である

ＤtoＤ戦略をさらに推進・強化し、複合取引を拡大させる予定ですが、今後ＤtoＤを推進する

に当たり、ＤtoＤが計画どおりに進展しない場合は、当社の業績に影響を与える可能性があり

ます。 

⑤ 個人情報の保護について 

 当社グループの各事業においては、個人情報保護法に定められた個人情報を取扱っておりま

す。当社グループは個人情報の漏洩防止に努めていますが、万一、個人情報が漏洩した場合に

は、社会的信用の失墜、訴訟の提起による損害賠償等により、当社の業績に影響を与える可能

性があります。 



５【経営上の重要な契約等】 

 特記事項はありません。 

６【研究開発活動】 

 当連結会計年度の研究開発活動については該当事項はありません。なお、日常業務の延長とし

て、新事業開発の担当部署が中心となり、医療機関のニーズに対応した新規事業、新商品の開発に

取り組んでおります。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1）当連結会計年度の経営成績等の分析 

Ａ 経営成績 

 第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (1）業績に記載のとおりです。 

Ｂ バランスシート 

 平成19年３月期末の総資産は、734百万円（2.7％）増加の28,316百万円となりました。うち

流動資産は、1,232百万円（7.8％）増加の16,965百万円となりました。これは、主として受取

手形及び売掛金が1,328百万円（16.6％）増加の9,329百万円となったことによるものでありま

す。 

 有形固定資産は、50百万円（0.7％）増加の7,049百万円となりました。これは、調剤薬局の

店舗増加に伴い社用資産は97百万円（1.8％）増加の5,575百万円となりましたが、リース資

産、レンタル資産の賃貸資産が46百万円（3.1％）減少の1,473百万円となったことによるもの

であります。 

 無形固定資産は、177百万円（35.8％）減少の319百万円となりました。これは、のれんの償

却によるものであります。 

 投資その他の資産は、371百万円（8.5％）減少の3,982百万円となりました。これは、主とし

て投資有価証券が497百万円（19.4％）減少の2,072百万円となったことによるものでありま

す。 

 平成19年３月期末の負債合計は、216百万円（1.2％）増加の18,644百万円となりました。う

ち流動負債は、406百万円（2.6％）減少の15,090百万円となりました。これは、主として短期

借入金が570百万円（21.6％）減少の2,070百万円となったことによるものであります。 

 固定負債は、622百万円（21.2％）増加の3,554百万円となりました。これは、主として長期

借入金が537百万円（23.6％）増加の2,812百万円となったことによるものであります。 

 平成19年３月期末の純資産は、537百万円（5.9％）増加の9,671百万円となりました。これ

は、主として利益剰余金が762百万円（16.1％）増加の5,508百万円となったことによるもので

あります。 

 以上の結果、自己資本比率は、平成18年３月期の33.1％から34.1％へ上昇しております。一

方、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）は、平成18年３月期の11.1％から10.0％へ低下しており

ます。流動比率は、平成18年３月期の101.5％から112.4％へ上昇しております。固定長期適合

比率は、平成18年３月期の98.2％から86.0％へ低下しております。有利子負債比率は、平成18

年３月期の23.1％から22.0％へ低下しております。Ｄ／Ｅレシオは、平成18年３月期の0.7倍か

ら0.6倍へ低下しております。 

(2）経営成績に重要な影響を与える要因について 

Ａ セグメント別の収益構造について 

 平成18年３月期における売上高構成比では、「薬局関連事業」が63.4％と も大きく、「リ

ース・割賦関連事業」が18.5％、続いて「レンタル関連事業」が12.7％となっており、営業利

益の構成比（消去又は全社を含めた営業利益をベースに比率を算出。以下同じ。）では、「薬

局関連事業」が100.2％を占め、「レンタル関連事業」が7.2％となっております。一方で平成

19年３月期における売上高構成比でも、「薬局関連事業」が64.5％と も大きく、「リース・

割賦関連事業」が18.2％、続いて「レンタル関連事業」が11.5％となっており、営業利益の構

成比では、「薬局関連事業」が87.0％を占め、「レンタル関連事業」が9.6％となっておりま

す。 

 以上のように、当社グループの営業利益は「薬局関連事業」に偏重しております。当面の営

業利益の増減は「薬局関連事業」の売上動向に左右される傾向があります。 



Ｂ 薬局関連事業の収益構造について 

 当社グループの収益の牽引役となる薬局関連事業において、現状では、積極的な調剤薬局の

新規出店を推進していること、冬季に風邪等が流行して処方せん枚数が増加する傾向にあるこ

と等から、構造上、売上高は上半期に比較して下半期の割合が高く、営業利益も下半期の割合

が高くなる傾向があります。 

(3）資本の源泉及び資金の流動性についての分析 

Ａ 資金調達方針 

 当社は、安定した資金確保と、調達コストの低減を図り、金利変動リスクや流動性リスク等

の市場リスクにも対応しております。今後は、さらなる有利子負債の圧縮と株主資本の増加に

より、格付会社からの高格付けを取得し、資金調達の多様化、優位性を確保してまいります。 

Ｂ キャッシュ・フロー 

 第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況に記載のとおりです。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）における設備投資の対象は主として、医療機関等（ユーザ

ー）とのリース取引に応じるために取得する賃貸設備と薬局の店舗展開に応じた社用設備であり、

当連結会計年度においては、総額 1,109百万円の設備投資（無形固定資産などを含む）を行いまし

た。 

 事業の種類別セグメントの設備投資について示すと、次のとおりであります。 

① 薬局関連事業 

 薬局関連事業においては、当連結会計年度中の新規出店18店舗及び既存薬局店舗の改装等に関

し、総額 438百万円の設備投資を行いました。 

② レンタル関連事業 

 レンタル関連事業においては、重要な設備投資はありません。 

③ リース・割賦関連事業 

 リース・割賦関連事業においては、医療機関等（ユーザー）とのリース取引に応じるために取

得する賃貸設備（医療機器、情報関連機器・事務用機器他）に関し、総額 461百万円の設備投資

（無形リース資産を含む）を行いました。 

④ その他の事業 

 その他の事業においては、重要な設備投資はありません。 

上記設備投資の所要資金については、主として自己資金によっております。 

なお、重要な設備の除却、売却等はありません。 



２【主要な設備の状況】 

(1）提出会社 
（平成19年３月31日現在）

 （注）１ 当社グループでは、レンタル関連事業とリース・割賦関連事業については、事業の種類別セグメントごとの

経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が両事業に従事しております。 

２ 従業員数の［ ］は、臨時従業員を外書しております。 

３ 上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。 

(2）連結子会社 
（平成19年３月31日現在）

 （注） 従業員数の［ ］は、臨時従業員を外書しております。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

 当社グループ（当社及び連結子会社）における当連結会計年度後１年間の設備投資計画は次の

とおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）重要な設備の除却等 

 重要な設備の除却等の計画はありません。 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 

従業員数 
（人） 

賃貸資産 

社用資産 

合計 
建物及び
構築物 

土地 
（面積千㎡）

その他 計 

伊勢原店 

（神奈川県伊勢原市） 

他206店 

薬局関連事業 店舗設備 － 2,262 
1,254 

(12)
258 3,775 3,775 

786  

[327]  

福岡支店 

（福岡市中央区） 

他24支店４営業所 

レンタル関連

事業 

レンタル資

産 
312 － － － － 312 

358  

[58]  リース・割賦

関連事業 
リース資産 1,282 － － － － 1,282 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容 
従業員数 
（人） 

年間賃借料ま
たは年間リー
ス料 
（百万円） 

リース契約残
高（百万円） 

摘要 

福岡支店 

（福岡市中央区） 

他 24支店４営業所 

レンタル関連事業 レンタル資産 （注）１ 3,179 7,593 

所有権移転外

ファイナン

ス・リース 

本社 

（福岡市中央区） 
全社（管理部門） 建物 70 57 － －

会社名 
事業所名 

（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 

従業員数
（人） 

社用資産 

建物及び構
築物 

土地 
（面積千㎡）

その他 計 

総合メディカル・フ

ァーマシー中部㈱ 

北里店 

（愛知県小牧市） 

他 32店 

薬局関連事業 店舗設備 253 
103 

(0)
27 383 143 

[15] 

会社名 
事業所名 

（所在地） 
事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容 

投資予定金額 

資金調達方
法 総額 

（百万円） 
既支払額 
（百万円） 

総合メディカル㈱ 

札幌平岸店（札幌市

豊平区）他 
薬局関連事業 店舗設備 960 67 自己資金 

福岡支店（福岡市中

央区）他22支店５営

業所２出張所 

リース・割賦関連事業 リース資産 1,046 － 自己資金 

    合計   2,006 67 －



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 20,000,000 

計 20,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数 (株) 

（平成19年３月31日） 
提出日現在発行数 (株) 
（平成19年６月20日） 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 6,910,978 6,913,578 
東京証券取引所 

市場第一部 －
計 6,910,978 6,913,578 － －



(2）【新株予約権等の状況】 

ストックオプション制度 

 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するもの

とする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない新株予約権の目的

たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる単位未満の株式については、これを切り捨てるものと

する。 

また、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整

を行う。 

３ 当社が株式分割及び時価を下回る価額で新株を発行する場合は、次の算式により調整し、調整により生ずる

１円未満の端数は切り上げる。 

４ 平成14年５月20日付けをもって１株を1.1株に株式分割したことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数

と新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格等の調整が行われております。 

株主総会の特別決議日（平成12年４月21日） 

  
事業年度末現在 

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個） 260 255 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 26,000 25,500 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 698 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年１月１日～ 

平成19年12月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     698 

資本組入額    349 
同左 

新株予約権の行使の条件 

 対象者は、新株予約権

の行使時においても、当

社の取締役または正社員

であることを要する。た

だし、取締役である対象

者が解任以外の理由によ

り退任した場合、及び正

社員である対象者が会社

都合により退職した場合

にはこの限りではない。 

 対象者の相続人は、新

株予約権を行使できるも

のとする。 

 対象者は、各年（１月

１日から12月31日）にお

いて複数回にわたり権利

行使することはできない

ものとする。また、１単

元に満たない株式数を目

的とする行使はできない

ものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡及び質

入れはできないものとす

る。 

同左 

代用払込みに関する事項 ────── ────── 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ────── ────── 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

        既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後権利行使価額 ＝ 調整前権利行使価額 ×
分割・新規発行前の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行株式数 



 （注）１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するもの

とする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない新株予約権の目的

たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる単位未満の株式については、これを切り捨てるものと

する。 

３ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株あたりの払込金額を調整し調整の結果生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合〔商法等の一部を改

正する法律（平成13年法律第128号）施行前の旧商法に基づき付与されたストックオプションによる新株引

受権の行使の場合は除く〕は次の算式により１株あたりの払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は切り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株あたり払込金額」を

「１株あたり処分金額」と読み替えるものとする。 

４(1）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という）は、権利行使時において当社の取締役及び

管理職の地位にある従業員いずれかの地位を保有していること。ただし、定年退職その他取締役会が正当

な理由があると認めた場合は、この限りではない。 

(2）新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。 

(3）新株予約権の行使時の前取引日において、当社株式の東京証券取引所の終値が3,000円（以下「行使条件

株価」という）以上でなければならない。 

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株あたりの行使条件株価を調整し調

整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合〔商法等の一部を

株主総会の特別決議日（平成16年６月18日） 

  
事業年度末現在 

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個） 3,000  同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 300,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,069 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年７月１日～  

平成20年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     2,069 

資本組入額    1,035  
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４  同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡及び質

入れはできないものとす

る。 

同左 

代用払込みに関する事項 ────── ────── 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ────── ────── 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１ 

分割・併合の比率

        既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 

調整後行使条件株価 ＝ 調整前行使条件株価 ×
１ 

分割・併合の比率



改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の旧商法に基づき付与されたストックオプションによる新

株引受権の行使の場合は除く〕は次の算式により１株あたりの行使条件株価を調整し、調整の結果生じる

１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株あたり払込金額」を

「１株あたり処分金額」と読み替えるものとする。 

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

        既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使条件株価 ＝ 調整前行使条件株価 ×
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１ 平成14年３月31日 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、所有普通株式数を１株につ

き 1.1株の割合をもって分割したことによるものであります。 

２ 新株予約権（ストックオプション）の権利行使による増加であります。 

３ 平成19年４月１日から平成19年５月31日（提出日の前月末現在）までの資本金等の増加は、新株予約権

（ストックオプション）の権利行使によるもので、発行済株式総数が 500株、資本金及び資本準備金がそ

れぞれ ０百万円増加しております。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金 
増減額  

（百万円） 

資本金残高 
  

（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

平成14年５月20日(注)１ 600,679 6,607,478 － 2,461 － 2,602 

平成15年１月１日～ 

平成15年３月31日(注)２ 
43,500 6,650,978 15 2,476 15 2,617 

平成15年４月１日～ 

平成16年３月31日(注)２ 
81,700 6,732,678 28 2,504 28 2,646 

平成16年４月１日～ 

平成17年３月31日(注)２ 
55,600 6,788,278 19 2,524 19 2,665 

平成17年４月１日～ 

平成18年３月31日(注)２ 
101,500 6,889,778 35 2,559 35 2,701 

平成18年４月１日～ 

平成19年３月31日(注)２ 
21,200 6,910,978 7 2,567 7 2,708 



(5）【所有者別状況】 

 （注）１ 自己株式 694,971株は、「個人その他」の欄に 6,949単元、「単元未満株式の状況」の欄に 71株含まれ

ております。 

２ 「その他の法人」の欄に、証券保管振替機構名義の株式が 25単元、「単元未満株式の状況」の欄に 40株

含まれております。 

  （平成19年３月31日現在）

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況 

（株） 
政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他 
の法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 43 25 25 42 1 2,748 2,884 － 

所有株式数 

（単元） 
－ 22,426 373 5,755 5,448 4 34,868 68,874 23,578 

所有株式数の

割合（％） 
－ 32.57 0.54 8.36 7.91 0.01 50.61 100.0 － 



(6）【大株主の状況】 

 （注） １ 上記のほか当社所有の自己株式 694,971株（10.06％）があります。 

 ２ ブラックロック・ジャパン株式会社から平成18年12月８日付けで大量保有報告書の写しの送付があり、

平成18年11月30日現在で同社とその共同保有者が以下の株式を所有している旨の報告を受けております

が、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況に

は含めておりません。 

  なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

 ３ 野村アセットマネジメント株式会社から平成18年12月12日付けで大量保有報告書の変更報告書の写しの

送付があり、平成18年11月30日現在で同社が以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、

当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含

めておりません。 

  なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。 

  （平成19年３月31日現在）

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

小山田 浩定 福岡市中央区 669,607 9.69 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11－３ 483,900 7.00 

東京リース株式会社 東京都新宿区西新宿６丁目10－１ 330,000 4.78 

バンク オブ ニューヨーク 

ヨーロッパ リミテッド 

ルクセンブルグ 131800 

（常任代理人 株式会社みず

ほコーポレート銀行 兜町

証券決済業務室） 

6D ROUTE DE TREVES L-2633 

          SENNINGERBERG 

  

（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

  

228,200 3.30 

株式会社みずほコーポレート

銀行 
東京都千代田区丸の内１丁目３－３ 176,000 2.55 

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神２丁目13－１ 176,000 2.55 

株式会社山口銀行 山口県下関市竹崎町４丁目２－36 172,000 2.49 

野村信託銀行株式会社（投信

口） 
東京都千代田区大手町２丁目２－２ 156,100 2.26 

総合メディカル従業員持株会 福岡市中央区天神２丁目14－８ 153,640 2.22 

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目26－１ 143,000 2.07 

計 － 2,688,447 38.90 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 

 ブラックロック・ジャ

パン株式会社 
東京都中央区日本橋１丁目４番１号 372,200 5.40 

 ブラックロック・イン

ベストメント・マネジ

メント（ユーケー）リ

ミテッド 

英国 ロンドン市 キングウィリア

ム・ストリート 33 
300,100 4.35 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 

 野村アセットマネジメ

ント株式会社 
東京都中央区日本橋１丁目12番１号 193,000 2.80 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 2,500株（議決権 25

個）含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 71株が含まれております。 

②【自己株式等】 

  （平成19年３月31日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式  694,900 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,192,500 61,925 － 

単元未満株式 普通株式    23,578 － 
１単元（100株）未

満の株式 

発行済株式総数 6,910,978 － － 

総株主の議決権 － 61,925 － 

  （平成19年３月31日現在）

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式）   

総合メディカル株

式会社 

福岡市中央区天神

二丁目14番８号 
694,900 － 694,900 10.06 

計 － 694,900 － 694,900 10.06 



(8）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。 

① 平成12年４月21日の臨時株主総会における特別決議によるもの 

旧商法第280条ノ19に基づき、当社取締役及び当社正社員に対し新株予約権を発行すること

を平成12年４月21日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。 

当該制度の内容は次のとおりであります。 

② 平成16年定時株主総会における特別決議によるもの 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び同第280条ノ21に基づき、当社の取締役、管理職の地位

にある従業員に対し新株予約権を発行することを平成16年６月18日の定時株主総会において

特別決議されたものであります。 

当該制度の内容は次のとおりであります。 

決議年月日 平成12年４月21日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社取締役     7 

当社正社員   424 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ────── 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ────── 

決議年月日 平成16年６月18日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社取締役     6 

当社執行役員   17 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ────── 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ────── 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 旧商法第221条第６項による取得 

 会社法第155条第７項による取得 

（注）当期間における取得自己株式には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。 

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

（注）当期間における保有自己株式数には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取り及び買増しによる株式は含まれておりません。 

【株式の種類等】 

  

旧商法第221条第６項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式

の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得 
  

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

当事業年度における取得自己株式 20 53,900 

当期間における取得自己株式 － － 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

当事業年度における取得自己株式 130 347,550 

当期間における取得自己株式 50 140,300 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額
（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式 
－ － － － 

その他 － － － － 

保有自己株式数 694,971 － 695,021 － 



３【配当政策】 

 当社は、効率的な経営による収益力の向上と企業体質の強化に努め、収益状況等を勘案しながら

安定した配当を継続することにより、株主への利益還元に努めることを基本方針としております。

これまで配当性向（連結）として15％～20％としていましたが、株主の皆様への利益還元姿勢をよ

り強めていくため、次期から配当性向（連結）として20％～30％を目標といたします。 

 また、毎事業年度における配当の回数につきましては、期末配当と中間配当の年２回の剰余金の

配当を行うことを基本方針としております。 

 これらの剰余金の配当の決定機関は、「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項に

ついては、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって

定める。」旨定款に定めております。 

 このような方針に基づき、当期の期末配当金につきましては１株当たり15円とし、中間配当１株

当たり10円と合わせ、当期の１株当たり配当金は25円、配当性向は16.6％となります。 

 なお、当期の内部留保金につきましては、薬局店舗新設のための設備投資資金等に充当する計画

であり、有効に活用して事業の拡大に努めていく方針であります。 

 次期の配当は、当期と比べ倍額の50円（中間20円、期末30円）を予定しております（期末の30円

には創立30年記念配当10円が含まれております）。 

 また、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式の魅力を高め、中長期的に当社

株式を保有していただける株主様の増加促進を図ることを目的に、平成19年3月に株主優待制度を新

設いたしました。株主優待制度の内容については、株主の皆様との対話を深めながら、制度の充実

と改善に取り組んでまいりたいと考えております。 

 当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当を毎年９月30日を基準日として配当することが

できる旨を定款に定めております。 

 なお、第29期の剰余金の配当は以下のとおりであります。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

決議年月日 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 

 （円） 

平成18年10月23日 

取締役会決議 
61 10 

平成19年５月30日 

取締役会決議 
93 15 

回次 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

最高（円） 3,100 3,480 2,330 2,980 3,200 

最低（円） 1,260 1,730 1,523 1,660 2,200 

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月 

最高（円） 2,970 2,750 2,690 2,665 2,575 2,575 

最低（円） 2,400 2,455 2,500 2,425 2,325 2,340 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株） 

代表取締役 

会長 
  小山田 浩定 昭和15年９月29日生

昭和46年10月 株式会社日医リース入社 

(注)３ 669 

昭和53年６月 株式会社日本メディカル・リー

ス（現 総合メディカル株式会

社）設立 専務取締役 

昭和55年12月 当社代表取締役専務 

平成２年６月 当社代表取締役社長 

平成16年４月 当社代表取締役会長（現任） 

代表取締役 

社長 
執行役員社長 金納 健太郎 昭和21年12月21日生

昭和47年５月 株式会社日医リース入社 

(注)３ 141 

昭和53年６月 株式会社日本メディカル・リー

ス（現 総合メディカル株式会

社）設立に参画 

昭和55年５月 当社取締役 

平成３年６月 当社常務取締役 

平成４年６月 当社専務取締役 

平成５年３月 当社代表取締役専務 

平成11年３月 株式会社ソムテック（現 株式

会社ソム・テック）代表取締役

社長 

平成12年３月 当社専務取締役 

平成13年４月 総合ヘルスケアサービス株式会

社代表取締役社長 

平成13年６月 当社取締役副社長 

平成13年10月 総合メディアサプライ株式会社

代表取締役社長 

平成14年１月 有限会社ハローメディカル代表

取締役社長 

  有限会社ハローネットワーク代

表取締役社長 

  有限会社ハセ調剤薬局代表取締

役社長 

平成14年６月 株式会社ハローメディカル代表

取締役会長 

  株式会社ハローネットワーク代

表取締役会長 

  株式会社ハセ調剤薬局代表取締

役会長 

平成16年４月 当社代表取締役社長（現任） 

当社執行役員社長（現任） 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株） 

代表取締役 

執行役員副社長 

ＤtoＤ営業統括

本部長 

経営戦略担当 

松尾 幸靜 昭和23年１月15日生

昭和48年８月 株式会社日医リース入社 

(注)３ 37 

昭和53年７月 当社入社 

平成２年６月 当社取締役 

平成11年６月 当社執行役員 

平成12年４月 当社情報システム室長 

平成13年４月 当社上席執行役員 

当社コンサルティング事業本部

長 

平成13年９月 当社北海道・東北地区統括本部

長 兼 関東・甲信越地区統括本

部長 

平成14年４月 当社関東・甲信越地区統括本部

長 

平成15年４月 当社常務執行役員 

当社東日本支社長 

平成16年４月 当社専務執行役員 

平成16年６月 当社取締役 

平成16年10月 株式会社エス・エム・イー代表

取締役社長 

平成17年４月 当社営業戦略部本部長 

当社東京本社長 

平成18年４月 当社代表取締役（現任） 

当社執行役員副社長（現任） 

当社新事業開発担当 東日本支

社管掌 東日本支社薬局出店推

進担当 東日本支社戦略顧客推

進担当 

平成19年４月 当社ＤtoＤ営業統括本部長（現

任） 

当社経営戦略担当（現任） 

 代表取締役 

 専務執行役員 

 東京本社長 

 新事業開発担当 

 杉本 美樹生  昭和30年５月28日生

昭和59年10月 株式会社アド企画入社 

(注)３ 21 

昭和61年10月 当社入社 

平成６年４月 当社中四国営業本部長 兼 広島

支店長 兼 岡山支店長 

平成６年６月 当社取締役 

平成11年６月 当社執行役員 

平成12年４月 当社コンサルティング事業本部

長 

平成13年４月 当社中部・近畿・中四国地区統

括本部長 

平成13年６月 当社中部・近畿地区統括本部長 

平成15年４月 当社ＤtoＤ本部レンタル部門統

括 

平成15年６月 総合メディアサプライ株式会社

代表取締役社長 

平成16年４月 当社常務執行役員 

当社レンタル事業部長 

平成16年６月 当社取締役 

平成16年11月 当社リース事業部長 

平成17年４月 当社営業統括本部長 

平成18年４月 当社専務執行役員（現任） 

当社ＤtoＤ営業統括本部長 

当社ＤtoＤ事業統括部長 

平成19年４月 当社代表取締役（現任） 

当社東京本社長（現任） 

当社新事業開発担当（現任） 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株） 

取締役 

専務執行役員 

管理統括本部長 

ＣＳＲ推進室長 

関係会社担当 

組織活性化担当 

高木 周策 昭和23年５月11日生

昭和46年４月 株式会社大分銀行入行 

(注)３ 0 

平成15年５月 当社入社 

当社大分支店長 

平成17年４月 当社大分支店営業推進担当部長 

平成17年６月 当社常勤監査役 

平成18年６月 当社取締役（現任） 

当社常務執行役員 

当社ＤtoＤ営業統括本部副本部

長 兼 ＤtoＤ事業統括部長 

平成19年４月 当社管理統括本部長 兼 ＣＳＲ

推進室長（現任） 

当社関係会社担当 組織活性化

担当（現任） 

平成19年６月 当社専務執行役員（現任） 

取締役 
常務執行役員 

東日本支社長 
新村 元市 昭和32年11月17日生

昭和60年９月 原調剤薬局入社 

(注)３ 18 

昭和62年７月 当社入社 

平成６年９月 当社熊本支店長 

平成９年６月 当社取締役 

平成11年４月 当社薬局事業統括本部長 

平成11年６月 当社執行役員 

平成13年４月 当社上席執行役員 

平成13年９月 当社コンサルティング事業本部

長 

平成15年４月 当社ＤtoＤ本部コンサルティン

グ部門統括（東京駐在） 

平成15年10月 総合ＳＭＯ株式会社代表取締役

社長 

平成17年４月 当社常務執行役員（現任） 

当社東日本支社長（現任） 

平成17年６月 当社取締役（現任） 

総合ＳＭＯ株式会社代表取締役

会長 

取締役 

常務執行役員 

ＤtoＤ営業統括

本部薬局事業統

括部長 

中島 護貴 昭和39年10月18日生

昭和62年４月 日研化学株式会社入社 

(注)３ 8 

平成５年９月 当社入社 

平成７年10月 当社筑後ブロック薬局事業部ブ

ロック長 

平成12年４月 当社北部九州薬局運営グループ

長 

平成13年７月 当社中部・近畿薬局運営グルー

プ長 

平成14年４月 当社中部・近畿薬局運営部長 

平成14年６月 当社執行役員 

平成15年４月 当社中部薬局運営部長 

総合メディカル・ファーマシー

中部株式会社代表取締役社長

（現任） 

平成16年４月 当社中部・近畿・北陸薬局カン

パニー社長 

平成17年４月 当社常務執行役員（現任） 

当社営業統括本部薬局事業統括

部長 

平成18年４月 当社ＤtoＤ営業統括本部薬局事

業統括部長（現任） 

平成18年６月 当社取締役（現任） 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株） 

取締役 

常務執行役員 

東京本社副本社

長 

ＤtoＤ営業統括

本部薬局事業統

括副部長 

薬事情報教育担

当 

宮田 武志 昭和39年12月18日生

平成元年４月 日本製紙株式会社入社 

(注)３ 2 

平成６年３月 当社入社 

平成13年４月 当社執行役員 

当社薬局事業本部長 

平成14年６月 当社上席執行役員 

平成15年４月 当社ＤtoＤ本部薬局部門統括 

平成15年11月 株式会社メディクオール代表取

締役社長（現任） 

平成16年４月 当社常務執行役員（現任） 

当社薬局カンパニー統括 

平成16年６月 当社取締役 

平成17年４月 当社東京本社副本社長（現任） 

平成18年６月 当社ＤtoＤ営業統括本部薬局事

業統括副部長（現任） 

平成19年４月 当社薬事情報教育担当（現任） 

平成19年６月 当社取締役（現任） 

取締役 

上席執行役員 

管理統括本部副

本部長 

東京本社東京管

理グループ部長 

岡本 邦彦 昭和22年４月18日生

昭和45年４月 株式会社福岡銀行入行 

(注)３ 0 

平成14年４月 当社入社  

当社東京管理本部長 

平成15年４月 当社執行役員 

当社関東・甲信越地区統括本部

長 

平成15年10月 当社東京支店長 

平成16年４月 当社東日本支社副支社長（首都

圏担当） 

平成17年４月 当社東京管理部長 兼 営業戦略

部付部長 

平成17年６月 株式会社エス・エム・イー代表

取締役社長（現任） 

平成18年１月 当社東京本社副本社長 

平成18年４月 当社東京本社新事業開発グルー

プ部長 兼 管理統括本部業務グ

ループ部長 

平成19年４月 当社上席執行役員（現任） 

当社管理統括本部副本部長 兼 

東京本社東京管理グループ部長

（現任） 

平成19年６月 当社取締役（現任） 

 取締役    小野 隆司  昭和23年２月25日生

昭和63年１月 東京リース株式会社入社 

(注)３ －

平成８年４月 同社札幌支店長 

平成13年４月 同社福岡支店長 

平成15年６月 同社業務推進部長 

平成16年６月 同社執行役員業務推進部長 

平成17年６月 同社常務執行役員営業統轄部長 

平成18年６月 同社取締役常務執行役員営業統

轄部長（現任） 

平成19年６月 当社取締役（現任） 

 



 （注）１ 取締役小野 隆司氏及び黒田 誠氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 監査役右田 幸雄氏及び新道 弘康氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３ 平成19年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までであります。 

４ 平成17年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までであります。 

５ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。

執行役員の構成（取締役との兼務者は除く）は以下のとおりです。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株） 

取締役   黒田 誠 昭和29年１月28日生

昭和52年４月 三井物産株式会社入社 

(注)３ － 

昭和63年10月 MITSUI&CO.(U.S.A.),INC. 

Head Office(NewYork) 

Assistant General Manager 

of Petrochemical Dept. 

平成７年８月 同社 

NEWYORK HEADQUARTERS  

CHEMICAL DIVISION 

General Manager of  

Petrochemical Dept. 

平成13年11月 三井物産株式会社石油化学・汎

用樹脂本部合繊原料部ＥＧ室長 

平成17年４月 同社人事総務部人事企画室 

兼 化学品総括部人事室長 

兼 企画業務室 

平成17年６月 同社ライフサイエンス事業部長

（現任） 

平成19年６月 当社取締役（現任） 

常勤監査役   小柳 稔 昭和17年７月28日生

昭和36年３月 株式会社福岡銀行入行 

(注)４ 0 

平成14年11月 当社入社 

平成16年８月 当社監査部長 

平成17年６月 当社常勤監査役（現任） 

常勤監査役   高橋 洋 昭和19年３月12日生

昭和62年10月 コニカミノルタメディカル株式

会社入社 

(注)４ 0 

平成17年４月 当社入社 常勤顧問 

平成17年５月 当社営業統括本部 常勤顧問 

平成18年４月 当社ＤtoＤ営業統括本部 常勤

顧問 

平成18年６月 当社常勤監査役（現任） 

監査役   右田 幸雄 昭和10年１月16日生

平成７年６月 株式会社福岡銀行専務取締役 

(注)４ 1 

平成11年６月 当社監査役（現任） 

株式会社福岡銀行常任監査役

（常勤） 

平成14年７月 溝江建設株式会社取締役会長

（現任） 

監査役   新道 弘康 昭和20年３月６日生

昭和61年４月 新道法律事務所開設 

(注)４ 1   現在に至る 

平成11年６月 当社監査役（現任） 

        計   903 

常務執行役員 坂本 賢治 西日本支社長 

上席執行役員 奥野 隆通 ＤtoＤ営業統括本部副本部長 兼 リース・レンタル事業統括

部長 

上席執行役員 坂元 毅 管理統括本部副本部長 兼 人事・総務部長 

上席執行役員 寺田 孝英 ＤtoＤ営業統括本部コンサルティング事業統括部長 

執行役員 田代 五男 九州支社長 



６ 補欠監査役 

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査

役１名の選任をしております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。 

執行役員 渡部 一也 関西営業部長 兼 大阪支店長 兼 京都出張所長 

執行役員 中島 孝生 東日本支社薬局推進グループ部長 

執行役員 中島 敏樹 ＤtoＤ営業統括本部ＤtoＤ事業統括部長 

執行役員 貞久 雅利 首都圏営業部長 兼 東京支店長 兼 千葉支店長 兼 新潟出張

所長 

執行役員 古川 弘和 経営戦略部長 兼 経営戦略グループ部長 兼 内部統制準備室

部長 

執行役員 橋本 浩一 経営戦略部財務企画グループ部長 

氏名 生年月日 略歴 所有株式数 

（千株） 

福田 健  昭和21年１月23日生 

昭和48年10月 

  

監査法人中央会計事務所 

（現 みすず監査法人）入所 

－ 

昭和55年10月 

  

福田公認会計士事務所開設 

（現在に至る。） 

平成３年６月 

  

当社監査役 

（平成７年６月まで） 

平成16年12月 福岡市監査委員（現任） 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する企業環境に対応し

た迅速な経営意思決定と、経営の健全性向上を図ることによって企業価値を継続して高めていく

ことを経営上の最重要課題のひとつとして位置づけております。その実現のために、株主の皆様

をはじめ、お客様、取引先、地域社会、従業員等の各利害関係者との良好な関係を築くととも

に、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人等、法律上の機能制度を一層強化・改善・整備

しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。 

 また、株主・投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、幅広い情報公開

により、経営の透明性を高めてまいります。 

(2）会社の機関の内容及び内部統制システム整備の状況 

Ａ．会社の機関の基本説明 

 当社の取締役会は11名で構成されており、うち２名が社外取締役であります（平成19年６月

20日現在）。 

 当社の監査役会は、常勤監査役２名、非常勤監査役２名の計４名で構成されており、うち２

名を社外監査役（非常勤監査役）とし（平成19年６月20日現在）、公正性、透明性を確保して

おります。 

 また、当社は、従来からの監査役制度を引き続き採用することとしておりますが、より健全

性、忠実性を充たした透明性の高い経営体を目指し、如何なる形態の企業統治方式がふさわし

いかを定めるため検討を継続していく予定であります。 

 当社は、社外取締役専従スタッフの配置はしておりませんが、必要に応じて総務部が適宜対

応しております。 

Ｂ．会社の機関の内容、内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

模式図は以下のとおりです（平成19年６月20日現在）。 



 取締役会は、原則として毎月１回開催し、会社の重要事項について意思決定を行っておりま

す。 

 常勤取締役で構成される常務会は、原則として毎月２回開催し、取締役会へ付議すべき事

項、取締役会の決定事項以外の事項を決定しております。社長以下、常勤取締役で構成される

経営会議は、原則として毎月２回開催し、常務会に付議される事項についての審議、経営に関

する諸問題の討議や情報交換等を行っております。 

 監査役会の構成員である各監査役は、取締役会へ出席し、さらに常勤監査役については、常

務会、経営会議にも出席して、意見を述べています。 

 当社は執行役員制度を導入し、取締役会が選任した執行役員が業務執行を行い、取締役会が

これを監督しております。 

 社長直下の監査部９名が全部門を対象に内部監査を計画的に実施しており、監査結果は、社

長に報告しております。被監査部門に対しては、改善事項の指導を行い、改善状況を報告させ

ることにより実効性のある監査を実施しております。 

 監査役、監査部、会計監査人は、監査計画や監査結果に関する情報を適時交換し、有効かつ

効率的な監査の実施に努めております。 

 また、当社は、定期・通期採用の社員研修及び階層別研修において「企業倫理とコンプライ

アンス経営」を教育し、コンプライアンスの向上に努めております。 

(3）社外取締役及び社外監査役と提出会社との関係 

 当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はあり

ません。なお、社外取締役である小野 隆司氏は、東京リース株式会社の取締役常務執行役員を兼

務しております。当社と大株主である東京リース株式会社との間にはリース取引等があります

が、当該取引は一般の取引条件と同様であります。 

 社外監査役である右田 幸雄氏及び新道 弘康氏による当社株式の保有状況は、第４ 提出会社の

状況 ５ 役員の状況の所有株式数の欄に記載のとおりであります。その他当社と社外監査役との

間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。 

(4）役員報酬の内容 

 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。 

取締役の年間報酬総額   184百万円（うち社外取締役２百万円） 

監査役の年間報酬総額   23百万円（うち社外監査役５百万円） 

（注）上記のほか、次の支払があります。 

(5）会計監査の状況 

 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は鳥巣 宣明氏及び伊藤 次男氏であり、監査法人ト

ーマツに所属しております。 

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士１名、会計士補等５名、その他４名でありま

す。 

利益処分による役員賞与 17百万円 

（うち監査役分） (２百万円)

平成18年６月21日の定時株主総会決議に基づく、役員退職慰労金   

監査役 ０百万円 



(6）監査報酬等の内容 

 当事業年度における当社の会計監査人である監査法人トーマツに対する報酬は以下のとおりで

あります。 

(7）責任限定契約の内容の概要 

 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、損害賠償責任を限

定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を

限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役

が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。 

(8）取締役の定数 

 当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております（平成19年６月20日現在）。 

(9）剰余金の配当等の決定機関 

 当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定

めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。」旨定款に定め

ております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な資

本政策及び配当政策を行うことを目的とするものであります。 

(10）株主総会の特別決議要件 

 当社は、「会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。」旨定款に定

めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の

円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 20百万円 

上記以外の報酬 －百万円 



第５【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年

大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の連結財

務諸表規則に基づき、当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改

正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等

規則に基づき、当事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の財務

諸表等規則に基づいて作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18

年３月31日まで）及び前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）並びに当連結会

計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）及び当事業年度（平成18年４月１日から平

成19年３月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受け

ております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

    
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

１ 現金及び預金   2,294     2,208     

２ 受取手形及び売掛金   8,001     9,329     

３ 割賦債権   618     498     

４ たな卸資産   2,596     3,323     

５ 繰延税金資産   777     693     

６ その他   1,468     924     

７ 貸倒引当金   △24     △13     

流動資産合計     15,732 57.0   16,965 59.9
Ⅱ 固定資産               

(1）有形固定資産 ※１             

(ア）賃貸資産               

１ リース資産   1,208     1,176     

２ レンタル資産   311     297     

賃貸資産合計     1,520     1,473   

(イ）社用資産               

１ 建物及び構築物   3,442     3,617     

２ 土地   1,641     1,774     

３ 建設仮勘定   291     67     

４ その他   103     115     

社用資産合計     5,478     5,575   

有形固定資産合計     6,998 25.4   7,049 24.9
(2）無形固定資産               

(ア）賃貸資産               

１ リース資産   108     106     

２ レンタル資産   26     24     

賃貸資産合計     134     130   

(イ）社用資産               

１ 営業権   136     －     

２ のれん   －     132     

３ 連結調整勘定   170     －     

４ その他   55     55     

社用資産合計     362     188   

無形固定資産合計     497 1.8   319 1.1
(3）投資その他の資産               

１ 投資有価証券 ※２ 2,570     2,072     

２ 長期貸付金   15     12     

３ 繰延税金資産   61     201     

４ 敷金及び保証金   1,387     1,497     

５ その他   324     204     

６ 貸倒引当金   △5     △6     

投資その他の資産合計     4,354 15.8   3,982 14.1
固定資産合計     11,850 43.0   11,351 40.1

資産合計     27,582 100.0   28,316 100.0
                

 



    
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

１ 支払手形及び買掛金   8,415     8,781     

２ 短期借入金   2,640     2,070     

３ 一年以内返済予定の 
    長期借入金 

  1,447     1,357     

４ 未払法人税等   393     302     

５ 割賦未実現利益   54     44     

６ 未払費用   1,676     1,498     

７ その他   869     1,035     

流動負債合計     15,496 56.2   15,090 53.3
Ⅱ 固定負債               

１ 長期借入金   2,275     2,812     

２ 役員退職慰労引当金   172     －     

３ 未払役員退職慰労金   －     174     

４ その他   484     567     

固定負債合計     2,931 10.6   3,554 12.5
負債合計     18,428 66.8   18,644 65.8

                

（少数株主持分）               

少数株主持分     20 0.1   － －
                

（資本の部）               

Ⅰ 資本金 ※４   2,559 9.3   － －
Ⅱ 資本剰余金     2,701 9.8   － －
Ⅲ 利益剰余金     4,745 17.2   － －
Ⅳ その他有価証券評価差額金     642 2.3   － －
Ⅴ 自己株式 ※５   △1,515 △5.5   － －

資本合計     9,134 33.1   － －
負債、少数株主持分 
及び資本合計 

    27,582 100.0   － －

                

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金   －     2,567    
２ 資本剰余金   －     2,708    
３ 利益剰余金   －     5,508    
４ 自己株式   －     △1,515    

  株主資本合計     － －   9,268 32.8
Ⅱ 評価・換算差額等              
１ その他有価証券評価差額金   －     376    

  評価・換算差額等合計     － －   376 1.3
Ⅲ 少数株主持分     － －   26 0.1

純資産合計     － －   9,671 34.2

負債純資産合計     － －   28,316 100.0

               



②【連結損益計算書】 

    
前連結会計年度 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   54,986 100.0 59,676 100.0

Ⅱ 売上原価   46,929 85.3 51,418 86.2

売上総利益   8,057 14.7 8,257 13.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 6,426 11.7 6,581 11.0

営業利益   1,630 3.0 1,676 2.8

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息   2 2   

２ 受取配当金   22 19   

３ 持分法による投資利益   － 31   

４ 生命保険配当金   17 40   

５ 受取賃貸料   26 25   

６ その他   95 164 0.3 63 182 0.3

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息   75 78   

２ たな卸資産評価損   34 －   

３ 固定資産売却損   4 －   

４ 固定資産除却損   22 13   

５ 持分法による投資損失   18 －   

６ 敷金及び保証金解約損   9 －   

７ その他   26 191 0.4 24 116 0.2

経常利益   1,603 2.9 1,741 2.9

Ⅵ 特別利益     

１ 投資有価証券売却益   428 191   

２ 退職給付引当金取崩益   16 445 0.8 － 191 0.3

Ⅶ 特別損失     

１ 減損損失 ※２  569 569 1.0 185 185 0.3

税金等調整前当期純利益   1,479 2.7 1,748 2.9

法人税、住民税及び事業税   783 684   

法人税等還付税額   214 －   

法人税等調整額   △14 554 1.0 123 807 1.3

少数株主利益又は 
少数株主損失（△） 

  △27 △0.0 6 0.0

当期純利益   951 1.7 934 1.6

      



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで） 

（注）平成18年６月21日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 

   
前連結会計年度 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,666

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１ 新株予約権行使による 
新株発行 

 35

２ 自己株式処分差益  0 35

Ⅲ 資本剰余金期末残高  2,701

   

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  3,932

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 当期純利益  951 951

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金  137 137

Ⅳ 利益剰余金期末残高  4,745

   

 

株主資本 
評価・換算
差額等 

少数株主持
分 

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本合

計 

その他有価
証券評価差

額金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
2,559 2,701 4,745 △1,515 8,491 642 20 9,154

連結会計年度中の変動額                

新株の発行 7 7     14     14

剰余金の配当（注）     △92   △92     △92

剰余金の配当     △61   △61     △61

役員賞与（注）     △17   △17     △17

当期純利益     934   934     934

自己株式の取得       △0 △0     △0

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 
          △265 6 △259

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
7 7 762 △0 777 △265 6 517

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
2,567 2,708 5,508 △1,515 9,268 376 26 9,671



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前連結会計年度 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前当期純利益   1,479 1,748

２ 減価償却費   1,169 1,192

３ 減損損失   569 185

４ 連結調整勘定償却額   170 －

５ 引当金の増減額（減少：△）   △37 △183

６ 受取利息及び受取配当金   △25 △22

７ 資金原価及び支払利息   82 84

８ 売上債権の増減額（増加：△）   △1,490 △1,328

９ 割賦債権の純増減額（増加：△）   147 110

10 たな卸資産の増減額（増加：△）   △457 △726

11 賃貸資産の購入額   △746 △542

12 賃貸資産の売却等   33 36

13 仕入債務の増減額（減少：△）   1,569 365

14 その他の資産及び負債の増減額   △277 647

15 その他   △263 △162

小計   1,924 1,403

16 利息及び配当金の受取額   24 22

17 利息の支払額   △75 △86

18 法人税等の支払額   △816 △787

19 法人税等の還付額   214 －

営業活動によるキャッシュ・フロー   1,271 552

 



    
前連結会計年度 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 社用資産の取得による支出   △745 △566

２ 社用資産の売却による収入   155 －

３ 投資有価証券の取得による支出   △313 △67

４ 投資有価証券の売却による収入   615 294

５ 貸付金の回収による収入   161 3

６ その他   △158 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー   △284 △375

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増減額（減少：△）   1,630 △570

２ 長期借入れによる収入   700 2,100

３ 長期借入金の返済による支出   △3,600 △1,652

４ 株式の発行による収入   70 14

５ 配当金の支払額   △137 △154

６ 自己株式の取得による支出   △0 △0

７ その他   0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー   △1,337 △263

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）   △350 △85

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   2,644 2,294

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,294 2,208

     



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

１ 連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結しております。 同左 

  連結子会社の数 ８社 

株式会社ソム・テック 

総合ヘルスケアサービス株式会社 

総合メディカル・ファーマシー中部株

式会社 

総合メディアサプライ株式会社 

総合メディプロ株式会社 

株式会社エス・エム・イー 

総合ＳＭＯ株式会社 

株式会社メディクオール 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２ 持分法の適用に関する事

項 

Ａ 持分法適用の関連会社数 ２社 

株式会社メッドライン 

株式会社ＭＩＣメディカル 

医療産業株式会社は、平成18年２月

１日付けをもって株式会社ＭＩＣメ

ディカルへ商号変更しました。 

Ｂ 持分法を適用していない関連会社

（株式会社アワーズ）は、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外して

おります。 

Ａ 持分法適用の関連会社数 ２社 

株式会社メッドライン 

株式会社ＭＩＣメディカル 

  

  

  

Ｂ 同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の事業年度末日と連結決算日

は一致しております。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事

項 

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

Ａ 有価証券 

(a）満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）でありま

す。 

Ａ 有価証券 

(a）満期保有目的の債券 

同左 

  (b）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日前１か月の市場価格等の平

均に基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定して

おります。）であります。 

(b）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日前１か月の市場価格等の平

均に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定し

ております。）であります。 

 



項目 
前連結会計年度 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法でありま

す。 

なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資（証券

取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）について

は、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な 近の決

算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっておりま

す。 

時価のないもの 

同左 

  

  Ｂ たな卸資産 

主として先入先出法による原価法で

あります。 

Ｂ たな卸資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

Ａ 賃貸資産 

(a）リース資産 

リース期間を償却年数とし、リー

ス期間満了時に見込まれるリース

資産の処分価額を残存価額とし

て、当該期間内に定額償却する方

法であります。 

Ａ 賃貸資産 

(a）リース資産 

同左 

  (b）レンタル資産 

定率法であります。 

(b）レンタル資産 

同左 

  Ｂ 社用資産 

有形固定資産については定率法、無

形固定資産については定額法であり

ます。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物  10～47年 

営業権        ５年 

Ｂ 社用資産 

有形固定資産については定率法、無

形固定資産については定額法であり

ます。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。  

建物及び構築物  10～47年 

  

(3）重要な引当金の計上基

準 

Ａ 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

Ａ 貸倒引当金 

同左 

  Ｂ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払いに充てる

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

Ｂ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払いに充てる

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

なお、当社は、平成18年６月21日開

催の株主総会において、役員の退職

慰労金制度の廃止及び退職慰労金打

切り支給を決議したことに伴い、当

社の役員退職慰労引当金174百万円

は未払役員退職慰労金に振替えてお

ります。 

 



項目 
前連結会計年度 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

  Ｃ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

当連結会計年度末において発生して

いると認められる額を計上しており

ます。 

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（７

年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。 

（追加情報） 

当社及び連結子会社は、平成18年４

月１日をもって適格退職年金制度の

全部について確定拠出年金制度へ移

行することに伴い、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」（企

業会計基準適用指針第１号）を適用

しております。 

本移行に伴う影響額は、特別利益に

退職給付引当金取崩益として16百万

円計上しております。 

────── 

  

  

  

(4）重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借り主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方

法 

Ａ ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしておりますので、特

例処理を採用しております。 

────── 

  

  Ｂ ヘッジ手段とヘッジ対象 

(a）ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

  

  

  

  (b）ヘッジ対象 

借入金 

  

  

  Ｃ ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行ってお

ります。 

  

  

  Ｄ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件を満

たしており、その判定をもって有効

性の判定に代えております。 

  

  

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

Ａ リース取引のリース料収入の計上方

法 

リース期間に基づくリース契約上の

収受すべき月当たりのリース料を基

準として、その経過期間に対応する

リース料を計上しております。 

Ａ リース取引のリース料収入の計上方

法 

同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

  Ｂ 割賦販売取引の割賦売上高及び割賦

原価の計上方法 

割賦販売取引は商品の引き渡し時

に、その契約高の全額を割賦債権に

計上し、支払期日到来の都度、割賦

売上高及びそれに対応する割賦原価

を計上しております。なお、支払期

日未到来の割賦債権に対応する未経

過利益は割賦未実現利益として、繰

延処理しております。 

Ｂ 割賦販売取引の割賦売上高及び割賦

原価の計上方法 

同左 

  Ｃ 金融費用の計上方法 

金融費用は、売上高に対応する金融

費用とその他の金融費用を区分計上

することとしております。 

その配分方法は、総資産を営業取引

に基づく資産とその他の資産に区分

し、その資産残高を基準として営業

資産に対応する金融費用は資金原価

として売上原価に、その他の資産に

対応する金融費用を営業外費用に計

上しております。 

なお、資金原価は、営業資産に係る

金融費用からこれに対応する預金の

受取利息等を控除して計上しており

ます。 

Ｃ 金融費用の計上方法 

同左 

  Ｄ 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。なお、

控除対象外消費税等については、当

期の負担すべき期間費用として処理

しております。ただし、固定資産に

係る控除対象外消費税等について

は、投資その他の資産の「その他」

に計上し、５年間で均等償却を行っ

ております。 

Ｄ 消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっております。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結調整勘定は、５年間で均等償却して

おります。 

────── 

７ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

────── のれんは、５年間で均等償却しておりま

す。 

８ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分または損失処理について連結会計年度

中に確定した利益処分または損失処理に

基づいて作成しております。 

────── 

９ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３か月以内に満期日または償還日の到

来する短期投資からなっております。 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しており

ます。これにより税金等調整前当期純利益は 569百万円

減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は、9,645百

万円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。 

  

（退職給付に係る会計基準） 

 当連結会計年度より「「退職給付に係る会計基準」の

一部改正」（企業会計基準第３号 平成17年３月16日）

及び「「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する

適用指針」（企業会計基準適用指針第７号 平成17年３

月16日）を適用しております。これによる損益に与える

影響はありません。 

（ストック・オプション等に関する会計基準等） 

 当連結会計年度より「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 終

改正平成18年５月31日 企業会計基準適用指針第11号）

を適用しております。これによる損益に与える影響はあ

りません。 



表示方法の変更 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

（連結貸借対照表関係） 

 前連結会計年度において有形固定資産の社用資産の

「その他」に含めて表示していた建設仮勘定（前連結

会計年度113百万円）は、資産総額の100分の１を超え

たため当連結会計年度から区分掲記しております。 

  

（連結貸借対照表関係） 

 前連結会計年度において、「営業権」として掲記され

ていたものは、当連結会計年度から「のれん」と表示し

ております。 

（連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度において、「法人税、住民税及び事業

税」に含めて表示していた「法人税等還付税額」（前連

結会計年度０百万円）は、金額的重要性が高まったこと

から当連結会計年度より区分掲記しております。 

  

（連結損益計算書関係） 

  前連結会計年度において区分掲記していた「法人税

等還付税額」（当連結会計年度０百万円）は、金額的重

要性が低くなったことから当連結会計年度より「法人

税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

(1) 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「法人税等の支払額」に含めて表示し

ていた「法人税等の還付額」（前連結会計年度０百

万円）は、金額的重要性が高まったことから当連結

会計年度より区分掲記しております。 

(2) 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示していた

「社用資産の売却による収入」（前連結会計年

度 77百万円）は、金額的重要性が高まったことか

ら当連結会計年度より区分掲記しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

(1) 前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」 

として掲記されていたものは、当連結会計年度から

「減価償却費」に含めて表示しております。 

(2) 前連結会計年度において区分掲記していた営業活動

によるキャッシュ・フローの「法人税等の還付額」

（当連結会計年度０百万円）は、金額的重要性が低

くなったことから当連結会計年度より営業活動によ

るキャッシュ・フローの「法人税等の支払額」に含

めて表示しております。 

(3) 前連結会計年度において区分掲記していた投資活動

によるキャッシュ・フローの「社用資産の売却によ

る収入」（当連結会計年度０百万円）は、金額的重

要性が低くなったことから当連結会計年度より投資

活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含め

て表示しております。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

賃貸資産の減価償却累計額 8,983百万円

社用資産の減価償却累計額 1,808百万円

賃貸資産の減価償却累計額 7,355百万円

社用資産の減価償却累計額 2,142百万円

※２ 関連会社に対するものは、次のとおりであります。 ※２ 関連会社に対するものは、次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 245百万円 投資有価証券（株式）   277百万円

 ３ 偶発債務 

金融機関等からの借入に対する保証債務 

 ３ 偶発債務 

金融機関等からの借入に対する保証債務 

医療法人美和会他 12名 546百万円

当社従業員    ２名 1百万円

計 547百万円

医療法人美和会他 13名 530百万円

当社従業員    ４名 2百万円

計 532百万円

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式 6,889千株で

あります。 

               ───────── 

※５ 当連結会計年度末に保有する自己株式の数は、普

通株式 694千株であります。 

               ───────── 



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は
次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は
次のとおりであります。 

貸倒引当金繰入額 10百万円

給料手当 2,199百万円

役員退職慰労引当金繰入額 26百万円

退職給付引当金繰入額 76百万円

減価償却費 380百万円

給料手当 2,452百万円

減価償却費 333百万円

※２ 減損損失 ※２ 減損損失 
当社グループは、内部管理上、キャッシュ・フロ
ーを生み出す 小単位を基礎として資産のグルー
ピングを行っており、薬局関連事業においては薬
局店舗ごとに、レンタル関連事業においてはレン
タル契約先ごとにグルーピングしております。 
なお、当下期からレンタル関連事業の収益管理を
より厳格化させるためレンタル関連事業のグルー
ピングを支店・営業所単位からレンタル契約先単
位に変更しております。 
当連結会計年度において、当社グループは以下の
資産グループについて減損損失を計上いたしまし
た。 

薬局関連事業においては、営業活動から生ずる損
益が継続してマイナスであり、今後も黒字化の見
通しが立たなくなった薬局店舗について帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損
失（62百万円）として特別損失に計上しておりま
す。その内訳は、建物及び構築物44百万円、土地
５百万円、リース資産11百万円、その他１百万円
であります。 
レンタル関連事業においては、 稼動率の低下によ
り収益性が著しく低下しているレンタル用テレビ
システムについて、レンタル用テレビシステムと
して使用しているリース資産の未経過リース料の
現在価値が回収可能価額を超える額を減損損失
（506百万円）として特別損失に計上しておりま
す。 
なお、薬局関連事業における薬局店舗に係る資産
の回収可能価額は、資産の重要性を勘案し主とし
て路線価、固定資産税評価額等をもとにした正味
売却価額により測定しております。また、レンタ
ル関連事業におけるレンタル用テレビシステムと
して使用しているリース資産の回収可能価額は、
使用価値により測定しており、将来キャッシュ・
フローを4.1％で割引いて算定しております。 

事業 場所 用途 種類 
金額 

（百万円）

薬局関連 

事業 

薬局店舗６店

（関東・甲信

越４店、九州

２店） 

薬局店舗 
建物及び構築

物、土地等 
62 

レンタル 

関連事業 

レンタル契約

先120件（関

東・甲信越32

件、東北12件

ほか） 

レンタル用

テレビシス

テム 

リース資産（所

有権移転外ファ

イナンス・リー

ス取引により使

用しているリー

ス資産で、賃貸

借取引に係る方

法に準じて会計

処理を行ってい

るもの） 

506 

      合計 569 

当社グループは、内部管理上、キャッシュ・フロー
を生み出す 小単位を基礎として資産のグルーピン
グを行っており、薬局関連事業においては薬局店舗
ごとに、レンタル関連事業においてはレンタル契約
先ごとにグルーピングしております。 
当連結会計年度において、当社グループは以下の資
産グループについて減損損失を計上いたしました。

レンタル関連事業においては、 稼動率の低下によ
り収益性が著しく低下しているレンタル用テレビシ
ステムについて、レンタル用テレビシステムとして
使用しているリース資産の未経過リース料の現在価
値が回収可能価額を超える額を減損損失（185百万
円）として特別損失に計上しております。 
なお、レンタル関連事業におけるレンタル用テレビ
システムとして使用しているリース資産の回収可能
価額は、使用価値により測定しており、将来キャッ
シュ・フローを4.1％で割引いて算定しておりま
す。 
  

事業 場所 用途 種類 
金額 

（百万円）

レンタル 

関連事業 

レンタル契約

先75件（関

東・甲信越20

件、近畿12件

ほか） 

レンタル用

テレビシス

テム 

リース資産（所

有権移転外ファ

イナンス・リー

ス取引により使

用しているリー

ス資産で、賃貸

借取引に係る方

法に準じて会計

処理を行ってい

るもの） 

185 

      合計 185 



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） １ 普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。 

    ２ 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式        

普通株式 6,889 21 － 6,910 

合計 6,889 21 － 6,910 

自己株式        

普通株式 694 0 － 694 

合計 694 0 － 694 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月21日 

定時株主総会 
普通株式 92 15 平成18年３月31日 平成18年６月22日 

平成18年10月23日 

取締役会 
普通株式 61 10 平成18年９月30日 平成18年11月30日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年５月30日 

取締役会 
普通株式 93 利益剰余金 15 平成19年３月31日 平成19年６月21日

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,294百万円

現金及び現金同等物 2,294百万円

現金及び預金勘定     2,208百万円

現金及び現金同等物 2,208百万円



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

１ 借手側 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１ 借手側 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額 

相当額 

（百万円） 

減価償却累

計額相当額

（百万円）

減損損失累 

計額相当額  

（百万円）  

期末残高 

相当額 

（百万円）

レンタル資産 20,632 9,411 506 10,714

器具及び備品 1,119 571 7 540

ソフトウェア 609 241 3 365

合計 22,361 10,223 517 11,619

取得価額 

相当額 

（百万円）

減価償却累 

計額相当額 

（百万円） 

減損損失累 

計額相当額  

（百万円）  

期末残高 

相当額 

（百万円）

レンタル資産 19,693 9,756 692 9,244

器具及び備品 1,198 503 7 687

ソフトウェア 730 291 3 435

合計 21,621 10,551 703 10,366

(2）未経過リース料期末残高相当額等 
  未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 
  未経過リース料期末残高相当額 

 リース資産減損勘定の残高      514百万円 

１年以内 3,862百万円

１年超 8,636百万円

合計 12,498百万円
 リース資産減損勘定の残高      519百万円 

１年以内 3,769百万円

１年超 7,697百万円

合計 11,466百万円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減
価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減
価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 4,305百万円

リース資産減損勘定の取崩額 3百万円

減価償却費相当額 4,173百万円

支払利息相当額 250百万円

減損損失 517百万円

支払リース料 4,469百万円

リース資産減損勘定の取崩額 180百万円

減価償却費相当額 4,310百万円

支払利息相当額 269百万円

減損損失 185百万円

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
減価償却費相当額の算定方法 
同左 

利息相当額の算定方法 
リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差
額を利息相当額とし、各期への配分方法について
は、利息法によっております。 

利息相当額の算定方法
同左 

２ 貸手側 

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末
残高 

２ 貸手側 

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末
残高 

  
取得価額 

（百万円） 

減価償却 

累計額 

（百万円） 

期末残高 

（百万円） 

情報関連機器 

・事務用機器 
855 627 227

医療機器 6,274 5,544 730

その他 901 541 359

合計 8,030 6,714 1,316

取得価額 

（百万円） 

減価償却 

累計額 

（百万円） 

期末残高 

（百万円） 

情報関連機器 

・事務用機器 
667 450 216

医療機器 4,936 4,247 688

その他 837 460 377

合計 6,442 5,159 1,282

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
１年以内 397百万円

１年超 933百万円

合計 1,330百万円

１年以内 389百万円

１年超 941百万円

合計 1,331百万円

(3）受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 (3）受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額
受取リース料 834百万円

減価償却費 613百万円

受取利息相当額 82百万円

受取リース料 710百万円

減価償却費 467百万円

受取利息相当額 110百万円

(4）利息相当額の算定方法 
利息相当額の各期への配分方法については、利息
法によっております。 

(4）利息相当額の算定方法
同左 



（有価証券関係） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

区分 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 
            

 株式 714 1,793 1,078 625 1,261 635 

小計 714 1,793 1,078 625 1,261 635 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 
            

 株式 － － － 77 74 △2 

小計 － － － 77 74 △2 

合計 714 1,793 1,078 703 1,335 632 

区分 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

売却額（百万円） 577 266 

売却益の合計額（百万円） 428 191 

売却損の合計額（百万円） － － 

区分 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券     

社債 300 300 

計 300 300 

(2）その他有価証券     

① 非上場株式 120 120 

② 投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資 
111 79 

 計 231 200 



４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

前連結会計年度（平成18年３月31日） 

当連結会計年度（平成19年３月31日） 

区分 
１年以内 

（百万円） 

１年超５年以内 

（百万円） 

５年超10年以内 

（百万円） 

10年超 

（百万円） 

満期保有目的の債券         

 社債 － 300 － － 

 計 － 300 － － 

区分 
１年以内 

（百万円） 

１年超５年以内 

（百万円） 

５年超10年以内 

（百万円） 

10年超 

（百万円） 

満期保有目的の債券         

 社債 40 260 － － 

 計 40 260 － － 



（デリバティブ取引関係） 

１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注

記の対象から除いております。 

当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで） 

 該当事項はありません。 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

１ 取引の内容 

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取

引のみです。 

          ────── 

  

２ 取引に対する取組方針 

金利スワップ取引は、借入金に係る金利変動リスク

を軽減する目的に限定しており、投機的な取引は行

わない方針であります。 

  

  

３ 取引の利用目的 

借入金に係る金利変動リスクを軽減する目的で、一

部の借入金について金利スワップ取引を利用してお

ります。 

なお、当該金利スワップ取引については、ヘッジ会

計を適用しております。 

  

  

Ａ ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理の要件を満

たしておりますので、特例処理を採用しており

ます。 

  

  

Ｂ ヘッジ手段とヘッジ対象 

(a）ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

  

  

  

(b）ヘッジ対象 

借入金 

  

  

Ｃ ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利

スワップ取引を行っております。 

  

  

Ｄ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件を満たしてお

り、その判定をもって有効性の判定に代えてお

ります。 

  

  

４ 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引は、市場金利の変動から生じる市

場リスクを有しております。 

デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内の

金融機関に限定しているため、信用リスクはほとん

どないと判断しております。 

  

  

５ 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引については、社内規定に従って、

取締役会での承認に基づき、経理部が取引の実行及

び管理を行っております。 

  

  



（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 １ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、

適格退職年金制度を設けておりましたが、平成18年

４月１日をもって適格退職年金制度の全部について

確定拠出年金制度へ移行するため、平成18年３月31

日で適格退職年金制度を廃止しております。 

当社及び連結子会社は、確定拠出年金制度を採用し

ております。 

    

２ 退職給付債務に関する事項 

適格退職年金制度から確定拠出年金制度への全部移

行に伴う影響額は、次のとおりであります。 

イ. 退職給付債務の減少 1,050百万円

ロ. 年金資産の減少 1,003百万円

ハ. 未認識数理計算上の差異 30百万円

ニ. 退職給付引当金の減少 

  （イ－ロ－ハ） 

16百万円

２ 退職給付債務に関する事項 

確定拠出年金制度のため、退職給付債務はありませ

ん。  

      

     

   

  

  

 

（注）１. 年金資産の減少には、確定拠出年金への掛金

支払額 36百万円が含まれています。 

２. 退職給付引当金の減少 16百万円は、確定拠

出年金制度への移行に伴う利益として特別

利益に計上しております。 

３. 確定拠出年金制度への資産移換額は 1,003百

万円であります。 

  

  

  

  

  

  

  

    

３ 退職給付費用に関する事項 ３ 退職給付費用に関する事項 

(注)上記退職給付費用以外の割増退職金はありません。

イ. 勤務費用 176百万円

ロ. 利息費用 19百万円

ハ. 期待運用収益 △15百万円

ニ. 数理計算上の差異の費用処理額 22百万円

ホ. 退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ） 202百万円

  

イ. 確定拠出年金掛金 221百万円

ロ. 退職給付費用 221百万円

   

   

   

    

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ. 退職給付見込額の 

  期間配分方法 

期間定額基準 

ロ. 割引率 2.0％ 

ハ. 期待運用収益率 2.0％ 

ニ. 数理計算上の差異の 

  処理年数 

７年（発生時の従業

員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

による定額法によ

り、それぞれ発生の

翌連結会計年度から

費用処理しておりま

す。） 

          ────── 

  

     

     

  

   

  



（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで） 

 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

  （注）株式数に換算して記載しております。なお、平成12年４月21日決議の株式数は、平成14年５月20日付け

の株式分割により１株につき1.1株の割合に換算して記載しております。 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度（平成19年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、

ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成12年４月21日 平成16年６月18日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役  ７名 

当社正社員  424名 

当社取締役  ６名 

当社執行役員 17名 

株式の種類別のストック・

オプションの数（注） 
普通株式  372,800株 普通株式  300,000株 

付与日 平成12年６月15日 平成17年５月２日 

権利確定条件 付されておりません。 付されておりません。 

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。 

権利行使期間 平成15年１月１日～平成19年12月31日 平成18年７月１日～平成20年６月30日

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成12年４月21日  平成16年６月18日  

権利確定前    （株）     

 前連結会計年度末 － 300,000 

 付与 － － 

 失効 － － 

 権利確定 － 300,000 

 未確定残 － － 

権利確定後    （株）     

 前連結会計年度末 47,400 － 

 権利確定 － 300,000 

 権利行使 21,200 － 

 失効 200 － 

 未行使残 26,000 300,000 



② 単価情報 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日  平成12年４月21日  平成16年６月18日 

権利行使価額   （円） 698 2,069 

行使時平均株価  （円） 2,543 － 

付与日における公正な評価

単価       （円） 
－ － 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 繰延税金資産 

(1） 流動資産  

  賞与引当金 262百万円

  未払事業税 37百万円

  売上原価見積計上額 308百万円

  その他 172百万円

  小計 780百万円

  評価性引当額 2百万円

  計 777百万円

     

(2） 固定資産  

  減価償却費 197百万円

  役員退職慰労引当金 69百万円

  投資有価証券評価損 40百万円

  会員権評価損 37百万円

  減損損失 157百万円

  その他 117百万円

  小計 619百万円

  評価性引当額 122百万円

  計 497百万円

  繰延税金資産計 1,275百万円

(1）流動資産  

  賞与引当金 256百万円

  未払事業税 30百万円

  売上原価見積計上額 259百万円

  減損損失 77百万円

  その他 72百万円

  小計 696百万円

  評価性引当額 2百万円

  計 693百万円

(2）固定資産  

  減価償却費 147百万円

  未払役員退職慰労金 70百万円

  投資有価証券評価損 40百万円

  会員権評価損 37百万円

  減損損失 130百万円

  その他 162百万円

  小計 589百万円

  評価性引当額 131百万円

  計 457百万円

  繰延税金資産計 1,151百万円

繰延税金負債 繰延税金負債 

(1） 流動負債  

  連結手続上の一時差異 0百万円

(2） 固定負債  

  連結手続上の一時差異 0百万円

  その他有価証券評価差額金 435百万円

  繰延税金負債計 436百万円

  繰延税金資産の純額 839百万円

(1）流動負債  

  連結手続上の一時差異 0百万円

(2）固定負債  

  連結手続上の一時差異 0百万円

  その他有価証券評価差額金 255百万円

  繰延税金負債計 255百万円

  繰延税金資産の純額 895百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の内訳 

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5％

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△0.1％

連結調整勘定償却 4.6％

評価性引当額 3.3％

住民税均等割額 1.0％

法人税等還付税額 △14.5％

その他 1.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.5％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の内訳 

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1％

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△0.2％

のれん償却 3.9％

評価性引当額 0.5％

住民税均等割額 0.9％

その他 △0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.2％



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで） 

  
薬局関連 
事業 

（百万円） 

レンタル
関連事業 
（百万円） 

リース・
割賦関連
事業 

（百万円） 

その他  
の事業 

（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又 
は全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 34,841 6,999 10,181 2,964 54,986 － 54,986

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
－ 0 0 1,080 1,082 (1,082) －

計 34,841 7,000 10,182 4,045 56,068 (1,082) 54,986

営業費用 31,588 6,765 10,539 3,928 52,823 532 53,355

営業利益又は営業損失（△） 3,252 234 △357 116 3,245 (1,614) 1,630

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出 
              

資産 13,746 2,251 4,250 2,643 22,891 4,690 27,582

減価償却費 515 137 622 38 1,313 25 1,339

資本的支出 602 133 626 127 1,490 2 1,492

  
薬局関連 
事業 

（百万円） 

レンタル
関連事業 
（百万円） 

リース・
割賦関連
事業 

（百万円） 

その他  
の事業 

（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又 
は全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 38,495 6,884 10,840 3,455 59,676 － 59,676

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
－ － 0 1,228 1,229 (1,229) －

計 38,495 6,884 10,840 4,684 60,905 (1,229) 59,676

営業費用 35,563 6,559 11,172 4,239 57,534 464 57,999

営業利益又は営業損失（△） 2,931 324 △331 445 3,370 (1,694) 1,676

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出 
              

資産 15,179 1,494 4,826 2,859 24,360 3,956 28,316

減価償却費 545 97 475 47 1,166 26 1,192

資本的支出 438 101 461 95 1,097 12 1,109



 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主な事業内容は、次のとおりであります。 

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、以下のとおりであります。 

事業区分 事業内容 

薬局関連事業 調剤薬局の経営 

レンタル関連事業 入院患者等向けテレビ、ランドリーのレンタル 

リース・割賦関連事業 医療機器のリース、割賦販売、販売 

その他の事業 
経営・開業コンサルティング、医療施設の企画・設計・施工、人材紹

介、人材派遣等 

  
前連結会計年度 
（百万円） 

当連結会計年度 
（百万円） 

主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の金額 
1,631 1,705 

当社の総務・経理部門等の管理

部門に係る費用 

消去又は全社の項目に含め

た全社資産の金額 
6,263 5,266 

当社での余資運用資金（現金及

び預金）、長期投資資金（投資

有価証券）及び管理部門に係る

資産等 



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）及び当連結会計年度（平成18

年４月１日から平成19年３月31日まで） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

【海外売上高】 

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）及び当連結会計年度（平成18

年４月１日から平成19年３月31日まで） 

海外売上高はないため、該当事項はありません。 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）及び当連結会計年度（平成18

年４月１日から平成19年３月31日まで） 

該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

１株当たり純資産額 1,471円73銭

１株当たり当期純利益 151円50銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 149円52銭

１株当たり純資産額 1,551円75銭

１株当たり当期純利益 150円71銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 148円73銭

項目 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円） － 9,671 

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
－ 26 

 （うち少数株主持分） － (26) 

普通株式に係る期末の純資産額 

（百万円） 
－ 9,645 

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（千株） 
－ 6,216 

項目 
前連結会計年度 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

１株当たり当期純利益     

当期純利益（百万円） 951 934 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 17 － 

（うち利益処分による役員賞与金（百万

円）） 
(17) －  

普通株式に係る当期純利益（百万円） 934 934 

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,169 6,201 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（千株） 81 82 

（うち新株予約権（千株）） (81) (82) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

  

－ 

  

－ 



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

───────── ───────── 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 （注）１ 平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総

額は以下のとおりであります。 

(2）【その他】 

 特記事項はありません。 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 2,640 2,070 1.08 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 1,447 1,357 1.40 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 2,275 2,812 1.50 
平成20年～ 

平成23年 

計 6,362 6,240 － － 

  １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

長期借入金（百万円） 1,347 777 495 192 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

１ 現金及び預金   1,384     1,036     

２ 受取手形   571     95     

３ 売掛金   6,493     8,285     

４ 割賦債権   618     498     

５ 賃貸料等未収入金   17     16     

６ 有価証券   －     40     

７ 医薬品   2,145     2,844     

８ 貯蔵品   133     139     

９ 前払費用   242     302     

10 繰延税金資産   691     600     

11 未収入金   445     202     

12 立替金   568     255     

13 その他   105     9     

14 貸倒引当金   △15     △8     

流動資産合計     13,401 52.0   14,317 54.5
Ⅱ 固定資産               

(1）有形固定資産 ※２             

(ア）賃貸資産               

１ リース資産   1,209     1,176     

２ レンタル資産   307     288     

賃貸資産合計     1,517     1,465   

(イ）社用資産               

１ 建物   3,109     3,298     

２ 構築物   62     65     

３ 車両運搬具   39     48     

４ 器具及び備品   42     39     

５ 土地   1,538     1,671     

６ 建設仮勘定   291     67     

社用資産合計     5,084     5,191   

有形固定資産合計     6,601 25.6   6,656 25.4
(2）無形固定資産               

(ア）賃貸資産               

１ リース資産   108     106     

２ レンタル資産   26     24     

賃貸資産合計     134     130   

(イ）社用資産               

１ 営業権   135     －     

２ のれん   －     126     

３ 電話加入権   33     35     

４ ソフトウェア   6     4     

社用資産合計     175     167   

無形固定資産合計     309 1.2   297 1.1
 



    
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

(3）投資その他の資産               

１ 投資有価証券   2,244     1,735     

２ 関係会社株式   1,622     1,487     

３ 長期貸付金   3     1     

４ 従業員長期貸付金   2     2     

５ 関係会社長期貸付金   75     45     

６ 長期前払費用   106     94     

７ 繰延税金資産   26     159     

８ 敷金及び保証金   1,309     1,414     

９ その他   192     69     

10 貸倒引当金   △6     △6     

11 関係会社投資評価引当金   △106     △7     

投資その他の資産合計     5,469 21.2   4,996 19.0
固定資産合計     12,380 48.0   11,950 45.5

資産合計     25,781 100.0   26,267 100.0
                

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

１ 支払手形   261     112     

２ 買掛金   7,246     7,765     

３ 短期借入金   2,640     2,070     

４ 一年以内返済予定 
の長期借入金 

  1,447     1,357     

５ 未払金   391     475     

６ 未払費用   1,650     1,329     

７ 未払法人税等   194     145     

８ 賃貸料等前受金   2     0     

９ 預り金   509     413     

10 割賦未実現利益   54     44     

11 その他   17     212     

流動負債合計     14,415 55.9   13,927 53.0
Ⅱ 固定負債               

１ 長期借入金   2,275     2,812     

２ 長期預り金   53     52     

３ 役員退職慰労引当金   172     －     

４ 未払役員退職慰労金   －     174     

５ その他   343     392     

固定負債合計     2,844 11.0   3,432 13.1
負債合計     17,260 66.9   17,359 66.1

 



    
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）               

Ⅰ 資本金 ※４   2,559 9.9   － －
Ⅱ 資本剰余金               

１ 資本準備金   2,701     －     

２ その他資本剰余金               

(1）自己株式処分差益   0     －     

資本剰余金合計     2,701 10.5   － －
Ⅲ 利益剰余金               

１ 利益準備金   59     －     

２ 任意積立金               

(1）別途積立金   3,178     －     

３ 当期未処分利益   896     －     

利益剰余金合計     4,133 16.0   － －
Ⅳ その他有価証券評価差額金     642 2.5   － －
Ⅴ 自己株式 ※５   △1,515 △5.8   － －

資本合計     8,521 33.1   － －

負債及び資本合計     25,781 100.0   － －
                

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     － －   2,567 9.8
２ 資本剰余金               

(1）資本準備金   －     2,708     

(2）その他資本剰余金   －     0     

資本剰余金合計      － －   2,708 10.3
３ 利益剰余金               

(1）利益準備金   －     59     

(2）その他利益剰余金               

別途積立金   －     3,678     

繰越利益剰余金   －     1,033     

利益剰余金合計      － －   4,770 18.2
４ 自己株式     － －   △1,515 △5.8
株主資本合計      － －   8,531 32.5

Ⅱ 評価・換算差額等               

１ その他有価証券評価差額金     － －   376 1.4
評価・換算差額等合計      － －   376 1.4
純資産合計      － －   8,907 33.9
負債純資産合計      － －   26,267 100.0

               



②【損益計算書】 

    
前事業年度 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     

１ 調剤売上高   30,676 33,977   

２ 賃貸料収入 ※１ 5,615 5,533   

３ 商品売上高   7,947 8,310   

４ 割賦売上高   363 249   

５ その他 ※２ 3,171 47,775 100.0 4,058 52,129 100.0

Ⅱ 売上原価     

１ 調剤原価   26,792 30,255   

２ 賃貸原価 ※３ 4,747 4,647   

３ 商品売上原価   7,572 7,978   

４ 割賦原価   327 226   

５ 資金原価 ※４ 7 6   

６ その他 ※５ 2,050 41,498 86.9 2,433 45,548 87.4

売上総利益   6,276 13.1 6,581 12.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１ 旅費交通費   241 249   

２ 貸倒引当金繰入額   9 －   

３ 役員報酬   167 208   

４ 給料手当   1,840 2,052   

５ 賞与   397 356   

６ 役員退職慰労引当金繰入額   26 4   

７ 退職給付引当金繰入額   75 －   

８ 法定福利費   307 319   

９ 家賃   450 476   

10 減価償却費   191 152   

11 広告宣伝費   275 265   

12 その他   1,435 5,418 11.3 1,458 5,542 10.6

営業利益   858 1.8 1,038 2.0

 



    
前事業年度 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息   4 2   

２ 有価証券利息   3 6   

３ 受取配当金  ※７ 234 227   

４ 生命保険配当金   17 40   

５ その他   65 325 0.6 60 337 0.7

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息   75 78   

２ 固定資産売却損   4 －   

３ 固定資産除却損   22 13   

４ 敷金及び保証金解約損   9 －   

５ 関係会社投資評価引当金繰入   91 36   

６ たな卸資産評価損   34 －   

７ その他   22 260 0.5 15 143 0.3

経常利益   923 1.9 1,232 2.4

Ⅵ 特別利益     

１ 投資有価証券売却益   428 191   

２ 退職給付引当金取崩益   12 441 1.0 － 191 0.4

Ⅶ 特別損失     

１ 減損損失  ※６ 479 479 1.0 144 144 0.3

税引前当期純利益   884 1.9 1,280 2.5

法人税、住民税及び事業税   373 333   

法人税等還付税額   214 －   

法人税等調整額   △34 124 0.3 136 470 0.9

当期純利益   759 1.6 809 1.6

前期繰越利益   198   

中間配当額   61   

当期未処分利益   896   

      



調剤原価明細書 

 （注） 

    
前事業年度 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費   19,083 71.2 21,813 72.1

Ⅱ 労務費   4,680 17.5 5,015 16.6

Ⅲ 経費 ※１ 3,029 11.3 3,426 11.3

調剤原価   26,792 100.0 30,255 100.0 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

※１ 経費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。 

※１ 経費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。 

家賃 675百万円

賃借料 308百万円

消耗品費 286百万円

減価償却費 226百万円

消費税等 1,027百万円

家賃 747百万円

賃借料 300百万円

消耗品費 315百万円

減価償却費 246百万円

消費税等 1,251百万円



③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

（注）日付は株主総会承認日であります。 

株主資本等変動計算書 

当事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで） 

（注）平成18年６月21日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。 

    
前事業年度 

（平成18年６月21日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   896

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金   92

２ 役員賞与金 
（うち監査役賞与金） 

  
17

 （2） 

３ 任意積立金   

(1）別途積立金   500 609

Ⅲ 次期繰越利益   286

    

 

株主資本 
評価・換
算差額等 

純資産合
計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
その他資
本剰余金

利益準備
金 

その他利益剰余金 
その他有
価証券評
価差額金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
2,559 2,701 0 59 3,178 896 △1,515 7,879 642 8,521

事業年度中の変動額                    

新株の発行 7 7           14   14

剰余金の配当（注）           △92   △92   △92

剰余金の配当           △61   △61   △61

役員賞与（注）           △17   △17   △17

別途積立金の積立（注）         500 △500   －   －

当期純利益           809   809   809

自己株式の取得             △0 △0   △0

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
                △265 △265

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
7 7 － － 500 137 △0 651 △265 386

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
2,567 2,708 0 59 3,678 1,033 △1,515 8,531 376 8,907



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）であります。 

(1）満期保有目的の債券 

同左 

  (2）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法であります。

(2）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (3）その他有価証券 

Ａ 時価のあるもの 

決算日前１か月の市場価格等の平

均に基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定して

おります。）であります。 

(3）その他有価証券 

Ａ 時価のあるもの 

決算日前１か月の市場価格等の平

均に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定し

ております。）であります。 

  Ｂ 時価のないもの 

移動平均法による原価法でありま

す。 

なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資（証券

取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）について

は、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な 近の決

算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっておりま

す。 

Ｂ 時価のないもの 

同左 

  

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）医薬品 

Ａ 調剤薬品 

先入先出法による原価法でありま

す。 

(1）医薬品 

Ａ 調剤薬品 

同左 

  Ｂ 一般薬 

終仕入原価法であります。 

Ｂ 一般薬 

同左 

  (2）貯蔵品 

終仕入原価法であります。 

(2）貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 (1）賃貸資産 

Ａ リース資産 

リース期間を償却年数とし、リー

ス期間満了時に見込まれるリース

資産の処分価額を残存価額とし

て、当該期間内に定額償却する方

法であります。 

(1）賃貸資産 

Ａ リース資産 

同左 

  Ｂ レンタル資産 

定率法であります。 

Ｂ レンタル資産 

同左 

  (2）社用資産 

有形固定資産については定率法、無

形固定資産については定額法であり

ます。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物   10～47年 

営業権    ５年 

(2）社用資産 

有形固定資産については定率法、無

形固定資産については定額法であり

ます。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物   10～47年 

のれん    ５年 

 



項目 
前事業年度 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

４ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）関係会社投資評価引当金 

関係会社への投資に対する損失に備

えるため、投資先の財政状態等を勘

案し損失見積額を計上しておりま

す。 

(2）関係会社投資評価引当金 

同左 

  (3）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払いに充てる

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

(3）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払いに充てる

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

なお、当社は、平成18年６月21日開

催の株主総会において、役員の退職

慰労金制度の廃止及び退職慰労金打

切り支給を決議したことに伴い、当

社の役員退職慰労引当金174百万円

は未払役員退職慰労金に振替えてお

ります。 

  (4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当期末にお

いて発生していると認められる額を

計上しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（７年）による定

額法によりそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しております。 

（追加情報） 

当社は、平成18年４月１日をもって

適格退職年金制度の全部について確

定拠出年金制度へ移行することに伴

い、「退職給付制度間の移行等に関

する会計処理」（企業会計基準適用

指針第１号）を適用しております。 

本移行に伴う影響額は、特別利益に

退職給付引当金取崩益として12百万

円計上しております。 

────── 

  

  

  

５ 収益及び費用の計上基準 (1）リース取引のリース料収入の計上方法

リース期間に基づくリース契約上の

収受すべき月当たりのリース料を基

準として、その経過期間に対応する

リース料を計上しております。 

(1）リース取引のリース料収入の計上方法

同左 

 



項目 
前事業年度 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

  (2）割賦販売取引の割賦売上高及び割賦

原価の計上方法 

割賦販売取引は商品の引き渡し時

に、その契約高の全額を割賦債権に

計上し、支払期日到来の都度、割賦

売上高及びそれに対応する割賦原価

を計上しております。なお、支払期

日未到来の割賦債権に対応する未経

過利益は割賦未実現利益として、繰

延処理しております。 

(2）割賦販売取引の割賦売上高及び割賦

原価の計上方法 

同左 

  (3）金融費用の計上方法 

金融費用は、売上高に対応する金融

費用とその他の金融費用を区分計上

することとしております。 

その配分方法は、総資産を営業取引

に基づく資産とその他の資産に区分

し、その資産残高を基準として営業

資産に対応する金融費用は資金原価

として売上原価に、その他の資産に

対応する金融費用を営業外費用に計

上しております。 

なお、資金原価は、営業資産に係る

金融費用からこれに対応する預金の

受取利息等を控除して計上しており

ます。 

(3）金融費用の計上方法 

同左 

６ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借り主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

７ ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしておりますので、特

例処理を採用しております。 

────── 

  

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

Ａ ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

  

  

  
  Ｂ ヘッジ対象 

借入金 

  

  
  (3）ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行ってお

ります。 

  

  

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件を満

たしており、その判定をもって有効

性の判定に代えております。 

  

  

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。なお、控除対象

外消費税等については、当期の負担すべ

き期間費用として処理しております。た

だし、固定資産に係る控除対象外消費税

等については、投資その他の資産の「そ

の他」に計上し、５年間で均等償却を行

っております。 

消費税等の会計処理 

同左 



財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しており

ます。これにより税引前当期純利益は 479百万円減少し

ております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は、純資産

の部の合計額と同額であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

  

（退職給付に係る会計基準） 

 当事業年度より「「退職給付に係る会計基準」の一部

改正」（企業会計基準第３号 平成17年３月16日）及び

「「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第７号 平成17年３月16

日）を適用しております。これによる損益に与える影響

はありません。 

  

  



表示方法の変更 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

（損益計算書関係） 

 前事業年度において販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示していた広告宣伝費（前事業年度184百

万円）は、販売費及び一般管理費の総額の100分の５を超

えたため当事業年度から区分掲記しております。 

 前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて

表示していた関係会社投資評価引当金繰入（前事業年度

18百万円）は、営業外費用の総額の100分の10を超えたた

め当事業年度から区分掲記しております。 

（貸借対照表関係） 

 前事業年度において、「営業権」として掲記されてい

たものは、当事業年度から「のれん」と表示しておりま

す。 

  

（損益計算書関係） 

 前事業年度において区分掲記していた「法人税等還付

税額」（当事業年度０百万円）は、金額的重要性が低く

なったことから当事業年度より「法人税、住民税及び事

業税」に含めて表示しております。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

 １ リース・割賦販売契約等に基づく預り手形  １ リース・割賦販売契約等に基づく預り手形 

リース契約に基づく預り手形 0百万円 リース契約に基づく預り手形 0百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

賃貸資産の減価償却累計額 8,961百万円

社用資産の減価償却累計額 1,645百万円

賃貸資産の減価償却累計額 7,336百万円

社用資産の減価償却累計額 1,958百万円

 ３ 偶発債務 

金融機関等からの借入に対する保証債務 

 ３ 偶発債務 

金融機関等からの借入に対する保証債務 

医療法人美和会他 12名 546百万円

当社従業員    ２名 1百万円

計 547百万円

医療法人美和会他 13名 530百万円

当社従業員    ４名 2百万円

計 532百万円

※４ 会社が発行する株式の総数及び発行済株式の総数 

会社が発行する株式の総数 

              ───────── 

  

普通株式 20,000千株    

発行済株式の総数   

普通株式 6,889千株    

※５ 自己株式の保有数               ───────── 

普通株式 694千株    

 ６ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は 642百

万円であります。 

              ───────── 

  



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

※１ 賃貸料収入の内訳は、次のとおりであります。 ※１ 賃貸料収入の内訳は、次のとおりであります。 

リース料収入 835百万円

レンタル料収入 4,780百万円

計 5,615百万円

リース料収入 710百万円

レンタル料収入 4,822百万円

計      5,533百万円

※２ その他の売上高は、賃貸契約の満了・中途解約に

伴う賃貸物件の売却額、解約弁済金及びコンサル

ティング料収入等であります。 

※２ その他の売上高は、賃貸契約の満了・中途解約に

伴う賃貸物件の売却額、解約弁済金及びコンサル

ティング料収入等であります。 

※３ 賃貸原価の内訳は、次のとおりであります。 

リース原価 

※３ 賃貸原価の内訳は、次のとおりであります。 

リース原価 

減価償却費 614百万円

その他 55百万円

計 669百万円

レンタル原価 4,077百万円

合計 4,747百万円

減価償却費 468百万円

その他 50百万円

計 518百万円

レンタル原価 4,129百万円

合計 4,647百万円

※４ 資金原価は、「重要な会計方針」５の(3)に記載し

ている金融費用であり、その内訳は次のとおりで

あります。 

※４ 資金原価は、「重要な会計方針」５の(3)に記載し

ている金融費用であり、その内訳は次のとおりで

あります。 

支払利息 7百万円

受取利息 0百万円

差引 7百万円

支払利息 6百万円

受取利息 0百万円

差引  6百万円

※５ その他の売上原価は、賃貸契約の満了・中途解約

に伴う賃貸物件の処分原価（帳簿価額）及びコン

サルティング原価等であります。 

※５ その他の売上原価は、賃貸契約の満了・中途解約

に伴う賃貸物件の処分原価（帳簿価額）及びコン

サルティング原価等であります。 

 



前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

※６ 減損損失 

当社は、内部管理上、キャッシュ・フローを生み

出す 小単位を基礎として資産のグルーピングを

行っており、薬局関連事業においては薬局店舗ご

とに、レンタル関連事業においてはレンタル契約

先ごとにグルーピングしております。  

なお、当下期からレンタル関連事業の収益管理を

より厳格化させるためレンタル関連事業のグルー

ピングを支店・営業所単位からレンタル契約先単

位に変更しております。 

当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上いたしました。 

薬局関連事業においては、営業活動から生ずる損

益が継続してマイナスであり、今後も黒字化の見

通しが立たなくなった薬局店舗について帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（62百万円）として特別損失に計上しておりま

す。その内訳は、建物44百万円、土地５百万円、

リース資産11百万円、その他１百万円でありま

す。 

レンタル関連事業においては、稼働率の低下によ

り収益性が著しく低下しているレンタル用テレビ

システムについて、レンタル用テレビシステムと

して使用しているリース資産の未経過リース料の

現在価値が回収可能価額を超える額を減損損失

(417百万円)として特別損失に計上しております。 

なお、薬局関連事業における薬局店舗に係る資産

の回収可能価額は、資産の重要性を勘案し主とし

て路線価、固定資産税評価額等をもとにした正味

売却価額により測定しております。また、レンタ

ル関連事業におけるレンタル用テレビシステムと

して使用しているリース資産の回収可能価額は、

使用価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローを4.1％で割引いて算定しております。 

事業 場所 用途 種類 
金額 

（百万円）

薬局関連 

事業 

薬局店舗６店

（関東・甲信

越４店、九州

２店） 

薬局店舗 建物、土地等 62 

レンタル 

関連事業 

レンタル契約

先102件（関

東・甲信越26

件、東北12件

ほか） 

レンタル用

テレビシス

テム 

リース資産（所

有権移転外ファ

イナンス・リー

ス取引により使

用しているリー

ス資産で、賃貸

借取引に係る方

法に準じて会計

処理を行ってい

るもの） 

417 

      合計 479 

※６ 減損損失 

当社は、内部管理上、キャッシュ・フローを生み

出す 小単位を基礎として資産のグルーピングを

行っており、薬局関連事業においては薬局店舗ご

とに、レンタル関連事業においてはレンタル契約

先ごとにグルーピングしております。  

当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上いたしました。 

レンタル関連事業においては、稼働率の低下によ

り収益性が著しく低下しているレンタル用テレビ

システムについて、レンタル用テレビシステムと

して使用しているリース資産の未経過リース料の

現在価値が回収可能価額を超える額を減損損失

(144百万円)として特別損失に計上しております。 

なお、レンタル関連事業におけるレンタル用テレ

ビシステムとして使用しているリース資産の回収

可能価額は、使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを4.1％で割引いて算定してお

ります。 

事業 場所 用途 種類 
金額 

（百万円）

レンタル 

関連事業 

レンタル契約

先58件（関

東・甲信越13

件、東北10件

ほか） 

レンタル用

テレビシス

テム 

リース資産（所

有権移転外ファ

イナンス・リー

ス取引により使

用しているリー

ス資産で、賃貸

借取引に係る方

法に準じて会計

処理を行ってい

るもの） 

144 

      合計 144 

※７ 関係会社に対する事項  

受取配当金 212百万円

※７ 関係会社に対する事項 

受取配当金 208百万円



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

自己株式         

 普通株式 694 0 － 694 

合計 694 0 － 694 



（リース取引関係） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

１ 借手側 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１ 借手側 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額 

相当額 

（百万円） 

減価償却累

計額相当額

（百万円）

減損損失累 

計額相当額  

（百万円）  

期末残高 

相当額 

（百万円）

レンタル資産 16,681 8,163 417 8,100

器具及び備品 1,004 490 7 505

ソフトウェア 588 231 3 353

合計 18,273 8,885 428 8,960

取得価額 

相当額 

（百万円）

減価償却累 

計額相当額 

（百万円） 

減損損失累 

計額相当額  

（百万円）  

期末残高 

相当額 

（百万円）

レンタル資産 14,945 7,631 561 6,752

器具及び備品 1,154 486 7 660

ソフトウェア 706 283 3 420

合計 16,807 8,400 572 7,834

(2）未経過リース料期末残高相当額等 
  未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 
  未経過リース料期末残高相当額 

 リース資産減損勘定の残高       425百万円 

１年以内 3,112百万円

１年超 6,595百万円

合計 9,707百万円
 リース資産減損勘定の残高       418百万円 

１年以内 2,885百万円

１年超 5,845百万円

合計 8,730百万円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減
価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減
価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 3,570百万円

リース資産減損勘定の取崩額 3百万円

減価償却費相当額 3,439百万円

支払利息相当額 191百万円

減損損失 428百万円

支払リース料 3,552百万円

リース資産減損勘定の取崩額 150百万円

減価償却費相当額 3,416百万円

支払利息相当額 202百万円

減損損失 144百万円

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
減価償却費相当額の算定方法 
同左 

利息相当額の算定方法 
リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差
額を利息相当額とし、各期への配分方法について
は、利息法によっております。 

利息相当額の算定方法
同左 

２ 貸手側 

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末
残高 

２ 貸手側 

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末
残高 

  
取得価額 

（百万円） 

減価償却 

累計額 

（百万円） 

期末残高 

（百万円） 

情報関連機器 

・事務用機器 
857 629 228

医療機器 6,274 5,544 730

その他 901 541 359

合計 8,033 6,715 1,318

取得価額 

（百万円） 

減価償却 

累計額 

（百万円） 

期末残高 

（百万円） 

情報関連機器 

・事務用機器 
670 453 216

医療機器 4,936 4,247 688

その他 837 460 377

合計 6,444 5,162 1,282

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
１年以内 397百万円

１年超 934百万円

合計 1,331百万円

１年以内 390百万円

１年超 941百万円

合計 1,331百万円

(3）受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 (3）受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額
受取リース料 835百万円

減価償却費 614百万円

受取利息相当額 82百万円

受取リース料 710百万円

減価償却費 468百万円

受取利息相当額 110百万円

(4）利息相当額の算定方法 
利息相当額の各期への配分方法については、利息
法によっております。 

(4）利息相当額の算定方法
同左 



（有価証券関係） 

前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）及び当事業年度（平成18年４月１日か

ら平成19年３月31日まで） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 繰延税金資産 

(1） 流動資産  

  賞与引当金 220百万円

  売上原価見積計上額 308百万円

  その他 162百万円

  計 691百万円

     

(2） 固定資産  

  減価償却費 194百万円

  役員退職慰労引当金 69百万円

  関係会社投資評価引当金 46百万円

  会員権評価損 37百万円

  投資有価証券評価損 40百万円

  減損損失 130百万円

  その他 47百万円

  小計 568百万円

  評価性引当額 106百万円

  計 461百万円

  繰延税金資産計 1,153百万円

(1）流動資産  

  賞与引当金 209百万円

  売上原価見積計上額 259百万円

  減損損失 64百万円

  その他 68百万円

  計 600百万円

(2）固定資産  

  減価償却費 146百万円

  未払役員退職慰労金 70百万円

  関係会社株式評価損 58百万円

  会員権評価損 37百万円

  投資有価証券評価損 40百万円

  減損損失 102百万円

  その他 77百万円

  小計 534百万円

  評価性引当額 119百万円

  計 414百万円

  繰延税金資産計 1,015百万円

繰延税金負債 繰延税金負債 

  固定負債  

  その他有価証券評価差額金 435百万円

  繰延税金負債計 435百万円

  繰延税金資産の純額 717百万円

  固定負債  

  その他有価証券評価差額金 255百万円

  繰延税金負債計 255百万円

  繰延税金資産の純額 760百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の内訳 

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.5％

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△9.9％

評価性引当額 4.5％

住民税均等割額 0.9％

法人税等還付税額 △24.2％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 14.1％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の内訳 

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5％

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△6.7％

評価性引当額 1.0％

住民税均等割額 0.7％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.8％



（１株当たり情報） 

 （注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

    ２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

（重要な後発事象） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

１株当たり純資産額 1,372円84銭

１株当たり当期純利益 120円34銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 118円77銭

１株当たり純資産額 1,433円07銭

１株当たり当期純利益 130円49銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 128円78銭

項目 
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円） － 8,907 

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
－ － 

普通株式に係る期末の純資産額 

（百万円） 
－ 8,907 

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（千株） 
－ 6,216 

項目 
前事業年度 

（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

１株当たり当期純利益     

当期純利益（百万円） 759 809 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 17 － 

（うち利益処分による役員賞与金（百万

円）） 
(17) (－) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 742 809 

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,169 6,201 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（千株） 81 82 

（うち新株予約権（千株）） (81) (82) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

  

－ 

  

－ 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

 ─────────  ───────── 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【債券】 

【その他】 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

（投資有価証券）     

（その他有価証券）     

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 311,836 299 

株式会社山口フィナンシャルグループ 192,000 291 

東京リース株式会社 109,000 184 

株式会社レオックジャパン 500,000 149 

東洋証券株式会社 200,000 114 

株式会社みずほフィナンシャルグループ（第十一回第十一

種優先株式） 
100 100 

株式会社みずほフィナンシャルグループ 100 78 

株式会社宮崎銀行 100,000 52 

興銀リース株式会社 15,000 42 

株式会社広島銀行 60,000 40 

その他11銘柄 149,353 97 

計 1,637,389 1,451 

銘柄 券面総額（百万円） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

（有価証券）     

（満期保有目的の債券）     

エフ・イーアール特定目的会社第１回Ａ号特定社債 40 40 

小計 40 40 

（投資有価証券）     

（満期保有目的の債券）     

エフ・イーアール特定目的会社第１回Ａ号特定社債 260 260 

小計 260 260 

合計 300 300 

種類及び銘柄 投資口数等（口） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

（投資有価証券）     

（その他有価証券）     

（投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資）     

東洋キャピタル投資事業有限責任組合 5 14 

九州ベンチャー投資事業有限責任組合（ＫＶＰ２号） 2 9 

その他３銘柄 3 0 

計 10 23 



【有形固定資産等明細表】 

(注) １ 有形固定資産の「リース資産」の当期増加額は、リース契約の成約に伴い購入したリース資産であります。 

２ 有形固定資産の「リース資産」の当期減少額は、主としてリース契約の満了及び中途解約等によるものであり

ます。 

３ 有形固定資産の「レンタル資産」の当期減少額は、主としてレンタル設置契約の満了等によるものでありま

す。 

４ 有形固定資産の「社用資産」の当期増加額のうち、主たるものは次のとおりであります。 

５ 無形固定資産の「営業権」の当期減少額及び「のれん」の当期増加額のうち 455百万円は、財務諸表等規則の改

正に伴う「営業権」から「のれん」への振替によるものであります。 

資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（百万円） 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高（百万円） 

有形固定資産              

賃貸資産              

リース資産 7,669 424 1,948 6,145 4,969 435 1,176

レンタル資産 2,809 78 232 2,655 2,367 82 288

計 10,478 503 2,180 8,801 7,336 517 1,465

社用資産              

建物 4,431 489 14 4,907 1,608 293 3,298

構築物 106 12 － 118 53 9 65

車両運搬具 127 34 15 146 98 23 48

器具及び備品 233 5 1 237 197 8 39

土地 1,538 133 － 1,671 － － 1,671

建設仮勘定 291 708 932 67 － － 67

計 6,729 1,383 963 7,149 1,958 334 5,191

有形固定資産計 17,207 1,887 3,143 15,951 9,294 852 6,656

無形固定資産              

賃貸資産              

リース資産 364 31 97 299 192 33 106

レンタル資産 26 － 2 24 － － 24

計 391 31 99 323 192 33 130

社用資産              

営業権 455 － 455 － － － －

のれん － 551 243 308 181 103 126

電話加入権 33 2 － 35 － － 35

ソフトウェア 6 － － 6 1 1 4

計 495 553 699 350 182 105 167

無形固定資産計 887 584 798 673 375 138 297

長期前払費用 174 24 7 191 96 36 94

 建物  薬局店舗（新規開局） 395百万円 

 建設仮勘定  薬局店舗の新設に併うものであります。 



【引当金明細表】 

 （注） １ 引当金の計上理由及び算定方法は、計算書類の「重要な会計方針」に記載しております。 

２ 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替による取崩であります。 

３ 関係会社投資評価引当金の当期減少額（その他）は、洗替による取崩であります。 

４ 役員退職慰労引当金の目的使用のうち174百万円は「未払役員退職慰労金」への振替によるものでありま

す。 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金 21 15 5 16 15 

関係会社投資評価引当金 106 43 134 7 7 

役員退職慰労引当金 172 4 177 － －



(2）【主な資産及び負債の内容】 

Ａ 資産の部 

(a）現金及び預金 

(b）受取手形 

イ 相手先別内訳 

ロ 期日別内訳 

区分 金額（百万円） 

現金 101 

預金   

当座預金 670 

普通預金 263 

預金計 934 

合計 1,036 

相手先 金額（百万円） 

コニカミノルタメディカル株式会社 57 

日本光電東京株式会社 22 

ワタキューセイモア株式会社 6 

有限会社ヤリメディカルサポート 3 

東芝メディカルシステムズ株式会社 3 

その他 1 

計 95 

期日別 金額（百万円） 

平成19年４月 33 

 〃  ５月 2 

 〃  ６月 56 

 〃  ７月 3 

計 95 



(c）売掛金 

イ 相手先別内訳 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

（注） 当期発生高には、消費税等が含まれております。 

(d）割賦債権 

イ 相手先別内訳 

ロ 割賦債権の発生及び回収並びに滞留状況 

（注） 当期発生高には、消費税等が含まれております。 

相手先 金額（百万円） 

国民健康保険団体連合会 3,151 

社会保険診療報酬支払基金 1,878 

東京リース株式会社 726 

興銀リース株式会社 402 

日立キャピタル株式会社 377 

その他 1,749 

計 8,285 

期首残高 

（百万円） 

当期発生高 

（百万円） 

当期回収高 

（百万円） 

当期末残高 

（百万円） 
回収率（％） 滞留期間（日） 

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ) 
(Ｃ) 

──────
(Ａ) ＋ (Ｂ)

× 100 

(Ａ) ＋ (Ｄ) 
────── 

２ 
─────── 

(Ｂ) 
────── 

365 

6,493 45,932 44,141 8,285 84.2 58.7 

相手先 金額（百万円） 

財団法人福岡県対がん協会 31 

渡邉 信明 29 

医療法人同心会 29 

有限会社エムシー大牟田メディカル・サービス 26 

福銀リース株式会社 21 

その他 360 

計 498 

期首残高 

（百万円） 

当期発生高 

（百万円） 

当期回収高 

（百万円） 

当期末残高 

（百万円） 
平均滞留月数（か月） 

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ) 
(Ａ) ＋ (Ｂ) 
────── 

(Ｃ) 
× 12 

618 141 261 498 34.8 



(e）医薬品 

(f）貯蔵品 

(g）関係会社株式 

(h）敷金及び保証金 

区分 金額（百万円） 

調剤薬品 2,640 

一般薬 204 

計 2,844 

区分 金額（百万円） 

薬袋等 79 

テレビカード 49 

その他 10 

計 139 

相手先 金額（百万円） 

（子会社株式）   

総合メディカル・ファーマシー中部株式会社 996 

株式会社ソム・テック 100 

総合メディプロ株式会社 100 

株式会社エス・エム・イー 30 

株式会社メディクオール 25 

総合ヘルスケアサービス株式会社 10 

総合メディアサプライ株式会社 10 

総合ＳＭＯ株式会社 6 

小計 1,278 

（関連会社株式）   

株式会社ＭＩＣメディカル 201 

株式会社メッドライン 8 

小計 209 

合計 1,487 

内訳 金額（百万円） 

直営店舗賃借敷金保証金 1,005 

事務所賃借敷金保証金 245 

社員住宅敷金保証金 124 

その他 39 

計 1,414 



Ｂ 負債の部 

(a）支払手形 

イ 相手先別内訳 

ロ 期日別内訳 

(b）買掛金 

相手先 金額（百万円） 

日本光電九州株式会社 28 

東芝メディカルシステムズ株式会社 28 

長田電機株式会社 20 

イーメディカルシステム株式会社 14 

株式会社ジェイマックシステム 13 

その他 7 

計 112 

期日別 金額（百万円） 

平成19年３月 21 

 〃  ４月 40 

 〃  ５月 8 

 〃  ６月 35 

 〃  ７月 6 

計 112 

相手先 金額（百万円） 

株式会社アトル 1,040 

株式会社翔薬 587 

株式会社アステム 370 

鶴原吉井株式会社 247 

富田薬品株式会社 212 

その他 5,306 

計 7,765 



(c）未払費用 

(d）短期借入金 

(e）一年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

摘要 金額（百万円） 

売上原価見積計上額 642 

未払賞与 517 

未払社会保険料 118 

その他 51 

計 1,329 

借入先 金額（百万円） 

株式会社福岡銀行 500 

株式会社山口銀行 150 

株式会社みずほコーポレート銀行 150 

株式会社宮崎銀行 100 

株式会社北海道銀行 100 

その他 1,070 

計 2,070 

借入先 金額（内１年以内返済予定額）（百万円） 

株式会社福岡銀行 1,095 (340) 

株式会社山口銀行 620 (210) 

株式会社みずほコーポレート銀行 400 (130) 

株式会社大分銀行 280 (90) 

株式会社宮崎銀行 250 (90) 

その他 1,525 (497) 

計 4,170 (1,357) 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定に

よる請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並

びに単元未満株式の買増し請求をする権利以外の権利を有しておりません。 

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券 

剰余金の配当の基準日 
３月31日  

９月30日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え   

取扱場所 福岡市中央区天神二丁目14番２号 日本証券代行株式会社 福岡支店 

株主名簿管理人 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号 日本証券代行株式会社 

取次所 日本証券代行株式会社 全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り及び買増し   

取扱場所 福岡市中央区天神二丁目14番２号 日本証券代行株式会社 福岡支店 

株主名簿管理人 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号 日本証券代行株式会社 

取次所 日本証券代行株式会社 全国本支店 

買取り及び買増し手数料 
株式の売買の委託に係る手数料相当額として、当社の株式取扱規程にお

いて別途定める金額 

公告掲載方法 

当会社の公告方法は、電子公告とする。 

http://www.sogo-medical.co.jp/ir/sa/ 

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をす

ることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

株主に対する特典 

毎年３月31日現在の当社株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録さ

れた株主のうち、１単元（100株）以上の株主お一人につき6,000円相当

の当社プライベートブランドの健康食品や衛生用品を贈呈いたします。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社には、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1） 有価証券報告書及び

その添付書類 

事業年度 

（第28期） 

平成17年４月１日から 

平成18年３月31日まで 

平成18年６月23日 

福岡財務支局長に提出 

(2） 半期報告書 （第29期中）平成18年４月１日から 

平成18年９月30日まで 

平成18年11月29日 

福岡財務支局長に提出 

(3） 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第

９号（代表取締役の異動）に基づく臨時報告書であ

ります。 

平成19年３月２日 

福岡財務支局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



  独立監査人の監査報告書 

      平成18年６月21日 

総合メディカル株式会社      

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 土井良 延英  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 伊藤  次男  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

総合メディカル株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行

った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 

総合メディカル株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当連結会計年度から固定資産の減損

に係る会計基準を適用し、連結財務諸表を作成している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。 



  独立監査人の監査報告書 

      平成19年６月20日 

総合メディカル株式会社      

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 鳥巣 宣明  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 伊藤 次男  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている総合メ

ディカル株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、総合

メディカル株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。 



  独立監査人の監査報告書 

      平成18年６月21日 

総合メディカル株式会社      

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 土井良 延英  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 伊藤  次男  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

総合メディカル株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 

総合メディカル株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当事業年度から固定資産の減損に係る会

計基準を適用し、財務諸表を作成している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。 



  独立監査人の監査報告書 

      平成19年６月20日 

総合メディカル株式会社      

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 鳥巣 宣明  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 伊藤 次男  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている総合メ

ディカル株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、総合メデ

ィカル株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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